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日
本
銀
行
金
融
研
究
所
で
は
、
当
研
究
所
貨
幣
博
物
館
で
所
蔵
し
て
い
る
貨
幣
に
関
連
す
る
各
種
資
料
に
つ
い
て
、
教
養
や
学
術
等
の
目
的
で
利
用
し
て
頂

く
た
め
、
整
理
・
保
存
、
研
究
お
よ
び
展
示
・
公
開
の
活
動
を
進
め
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
所
蔵
史
料
に
関
し
て
は
、
平
成
十
二
年
七
月
に
、『

日
本
銀
行
所
蔵
銭
幣
館
古
文
書
目
録』

(

二
三
六
一
点
収
録)

を
刊
行

す
る
と
と
も
に
、
同
目
録
収
録
史
料
の
公
開
を
開
始
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
六
年
以
降
、
代
表
的
な
史
料
を
翻
刻
史
料
集
と
し
て
刊
行
す
る
活
動
も
行

っ
て
き
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
鋳
銭
関
係
史
料
の
翻
刻
と
し
て
、『

水
戸
鋳
銭
座
史
料

(

１)』
『

水
戸
鋳
銭
座
史
料

(

２)』

を
刊
行
し
た
後
、
山

田
羽
書

(

日
本
で
最
初
の
紙
幣
と
さ
れ
伊
勢
一
帯
に
お
い
て
江
戸
時
代
を
通
じ
て
発
行
さ
れ
ま
し
た
。)

に
関
連
す
る
史
料
を
対
象
に
翻
刻
を
進
め
て
お
り
、

平
成
二
十
年
三
月
に
は

『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(
１)

―
寛
政
期
羽
書
改
革
の
記
録
―』

を
刊
行
し
ま
し
た
。
今
回
刊
行
す
る

『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(

２)

―

文
政
期

溜
羽
書
の
記
録
―』

は
、
そ
の
続
編
に
あ
た
り
ま
す
。

当
研
究
所
貨
幣
博
物
館
が
所
蔵
す
る
山
田
羽
書
関
係
史
料
群
は
、
寛
政
期
か
ら
明
治
維
新
期
に
至
る
も
の
で
、
質
・
量
と
も
に
史
料
価
値
が
極
め
て
高
い
も

の
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(

１)
―
寛
政
期
羽
書
改
革
の
記
録
―』

で
は
、
寛
政
期
に
山
田
羽
書
の
発
行
・
流
通
管
理
の
適
正
化
を

図
る
べ
く
実
施
さ
れ
た
制
度
改
革

(

幕
府
に
よ
る
直
接
管
理
の
仕
組
み
の
構
築)

に
関
す
る
史
料
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
今
回
刊
行
す
る

『

山
田
羽
書
関
係
史

料

(

２)

―
文
政
期

溜
羽
書
の
記
録
―』

で
は
、
新
た
な
制
度
が
定
着
し
た
後
の
文
政
期
に
、
山
田
羽
書
の
流
通
状
況
が
悪
化
し
、
兌
換
さ
れ
流
通
か
ら
引

揚
げ
ら
れ
た
羽
書
が

｢

溜
る｣

状
況
に
至
っ
た
こ
と
に
際
し
て
、
幕
府
や
関
係
者
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
か
を
記
す
史
料
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

本
書
の
編
集
は
、
こ
れ
ま
で
の
翻
刻
史
料
集
に
引
き
続
き
、
当
研
究
所
企
画
役

藤
井
典
子
が
行
い
ま
し
た
。
翻
刻
作
業
や
史
料
の
来
歴
等
を
調
査
す
る
過

程
で
は
、
慶
應
義
塾
大
学
田
代
和
生
教
授
か
ら
ご
指
導
・
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ほ
か
、
文
字
校
正
や
表
記
等
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学

三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
貴
重
書
室
倉
持
隆
氏
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
ど
も
と
し
て
は
、
本
書
が
貨
幣
史
を
は
じ
め
様
々
な
分
野
の
研
究
者
等
に
広
く
活
用
さ
れ
、
歴
史
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
現
在
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
に

貢
献
で
き
る
よ
う
、
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
と
も
、
史
料
の
翻
刻
を
含
め
、
貨
幣
博
物
館
所
蔵
資
料
に
関
す
る
活
動
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い

貨
幣
博
物
館
翻
刻
史
料
集
『
山
田
羽
書
関
係
史
料(

２)

―
文
政
期

溜
羽
書
の

記
録
―
』
刊
行
に
あ
た
っ
て



と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
金
融
研
究
所
の
活
動
に
格
段
の
ご
指
導
・
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
三
月

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
長

高
橋

亘



一
、
本
書
に
は
、
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
が
所
蔵
す
る
古
文
書
（『

日
本
銀
行
所
蔵
銭
幣
館
古
文
書
目
録』

収
録)

か
ら
、
文
政
期

(

一
八
二
〇

年
前
後)
に
お
け
る
山
田
羽
書
の
流
通
管
理
に
関
連
す
る
史
料
十
二
点
を
翻
刻
、
編
集
の
う
え
収
録
し
た
。

二
、
収
録
史
料
に
は
一
連
の
番
号
を
付
し
た
。

三
、
史
料
に
は
、
史
料
内
容
を
示
す
簡
単
な
表
題
を
つ
け
、[

]

内
に
作
成
年
代
と
表
題
を
記
し
た
。

四
、
掲
載
史
料
末
尾
に
、『
日
本
銀
行
所
蔵
銭
幣
館
古
文
書
目
録』

に
お
け
る
請
求
番
号
を

(
)

内
に
付
し
た
。

五
、
漢
字
は
、
地
名
・
人
名
・
貨
幣
製
造
用
語
な
ど
を
除
き
、
常
用
漢
字
の
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
な
江
戸
時
代
に
慣
用
さ
れ

て
い
る
異
体
字
・
俗
字
は
残
し
た
。

(

例)

〆

(

締)

、
扣

(

控)

、
并

(
並)
、
廻

(

回)

、
附

(

付)

六
、｢

取
計
・
取
斗｣

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
表
記
を

｢

取
計｣

で
統
一
し
た
。

七
、
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
以
下
の
字
は
、
ひ
ら
が
な
に
直
し
た
。

(

例)

江

(

え)

、
而
巳

(

の
み)

、
而

(

て)

、
与

(
と)

、
者

(

は)

、
茂

(

も)

、
�(

よ
り)

八
、
繰
り
返
し
符
号
は
、｢

々

(

漢
字)｣

・｢

ゝ

(

ひ
ら
が
な)｣
・｢

ヽ

(

カ
タ
カ
ナ)｣

を
用
い
、｢

く｣

は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

九
、
原
史
料
に
お
け
る
明
ら
か
な
誤
字
は
そ
の
ま
ま
記
し
、
右
傍

(
)

に
正
し
い
文
字
を
記
し
た
。
意
味
の
と
お
ら
な
い
表
記
に
は
右
傍
に

(

マ
マ)

あ
る

い
は

(

カ)

を
付
け
た
。

十
、
翻
刻
に
あ
た
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
原
史
料
の
記
載
を
尊
重
し
た
が
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
は
改
め
た
。

(

一)

読
み
や
す
い
よ
う
に
、
読
点

(

、)

と
並
列
点

(

・)

を
付
し
た
。

(

二)

平
出
・
闕
字
は
一
字
あ
け
と
し
た
。

(

三)

虫
損
に
よ
り
判
読
不
能
な
箇
所
は
、
そ
の
右
傍
に

(

虫
損)

と
注
記
の
う
え
、
そ
の
字
数
が
確
定
で
き
る
も
の
は
字
数
分
の
□
、
確
定
で
き
な
い
も

の
は

と
表
記
し
た
。

(

四)

原
文
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
左
傍
に
�
を
つ
け
、
原
則
と
し
て
右
傍
に
訂
正
文
字
を

[
]

内
に
小
活
字
で
表
記
し
た
。

�
�



(
五)

墨
書
の
抹
消
に
よ
り
該
当
字
が
判
読
不
能
な
時
は
、
そ
の
字
数
が
確
定
で
き
る
も
の
は
字
数
分
の

、
確
定
で
き
な
い
も
の
は

と
表
記
し
た
。

(
六)

原
史
料
に
あ
る
加
筆
に
つ
い
て
は
、
そ
の
右
傍
に

(

加
筆)

と
注
記
の
う
え
、
原
則
と
し
て
、
記
載
文
字
を

[
]

内
に
小
活
字
で
表
記
し
た
。
た

だ
し
、
組
版
上
煩
瑣
な
追
加
記
載
や
わ
ず
か
な
字
数
の
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
本
文
に
組
込
ん
だ
。

(

七)
印
章
は
、
実
際
に
押
印
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
�
�
と
記
し
た
。
文
字
で

｢

印｣

と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
ま
ま

｢

印｣

と
し
た
。

(

八)

余
白
等
に
つ
い
て
は
、(

以
下
余
白)

等
と
表
記
し
た
。

十
一
、
本
書
の
編
集
は
、
藤
井
典
子
が
担
当
し
た
。



口
絵

目
録
請
求
番
号

文
政
十
二
年

溜
羽
書
之
内
会
合
所
え
拝
借
被
相
願
候
処
対
談
取
縺
尚
亦
千
両
程
拝
借
被
致
候
并
宇

(

４
―
１
―
A7
―
13)

治
会
合
所
え
弐
百
両
拝
借
被
致
候
御
達
之
覚
書

文
政
十
二
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
４
―
10)

山
田
羽
書

(

文
政
五
年)

山
田
羽
書

(

文
政
十
三
年)

貨
幣
博
物
館
翻
刻
史
料
集

『

山
田
羽
書
関
係
史
料
(

２)

―
文
政
期

溜
羽
書
の
記
録
―』

刊
行
に
あ
た
っ
て

凡
例

『

山
田
羽
書
関
係
史
料
�
―
文
政
期

溜
羽
書
の
記
録
―』
解
題

1

史
料

一
、

文
政
五
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
４
―
１)

…
…
…
5

二
、

文
政
六
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
４
―
２)

…
…
…
5

三
、

文
政
七
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
５)

…
…
…
…
…
7

四
、

文
政
八
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
６)

…
…
…
…
…
8

五
、

文
政
九
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
７)

…
…
…
…
…
10

六
、

文
政
十
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―

―
８)

…
…
…
…
…
11

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

目

次

A11



七
、

文
政
十
一
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―

―
９)

…
…
…
…
…
12

八
、

文
政
十
二
年
正
月

溜
羽
書
勘
定
帳

(

４
―
１
―
A11
―
10)

…
…
…
…
…
14

九
、

文
政
十
二
年

引
留

(

抄)
(

４
―
１
―
A12
―
１)

…
…
…
…
…
15

十
、

天
保
五
年
二
月
写

溜
り
羽
書
之
儀
ニ
付
御
組
頭
中
え
内
談
并
魚
問
屋
共
え
貸
渡
候
仕
法

内
談
之
覚
仮
書

(

４
―
１
―
A7
―
12)

…
…
…
…
…
23

十
一
、
文
政
十
二
年
十
二
月

溜
羽
書
之
内
会
合
所
え
拝
借
被
相
願
候
処
対
談
取
縺
尚
亦
千
両
程
拝
借

被
致
候
并
宇
治
会
合
所
え
弐
百
両
拝
借
被
致
候
御
達
之
覚
書

(

４
―
１
―
A7
―
13)

…
…
…
…
…
34

十
二
、
文
政
十
三
年
正
月

溜
り
羽
書
御
貸
渡
ニ
付
御
組
頭
中
え
内
談
之
上
御
手
当
金
利
足
ニ
て

暫
取
賄
引
請
之
覚
書

(

４
―
１
―
A7
―
16)

…
…
…
…
…
43

人
名
索
引

53

事
項
索
引

56

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

A11
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本
書
は
、
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
が
所
蔵
す
る
山
田
羽
書
関
係
史
料
群

(

七
九
二
点：

寛
政
期
か
ら
明
治
維
新
期)

の
中
か
ら
文
政
期

(

一
八

二
○
年
前
後)

に
作
成
さ
れ
た
十
二
点
を
翻
刻
の
う
え
収
録
し
た
も
の
で
、『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(

１)

―
寛
政
期
羽
書
改
革
の
記
録
―』

(

平
成
二
十
年
三

月
刊
行)

の
続
編
で
あ
る
。

山
田
羽
書
は
、
中
世
以
来
商
業
の
発
達
し
た
伊
勢
山
田
地
方
に
お
い
て
十
七
世
紀
初
頭
か
ら
流
通
し
始
め
た
日
本
で
最
初
の
紙
幣
で
、
明
治
維
新
期
ま
で
発

行
さ
れ
続
け
た
。
寛
政
期
ま
で
の
発
行
の
実
権
は
山
田
地
域
の
自
治
機
関

｢

山
田
三
方｣

に
あ
っ
た
が
、
関
連
す
る
史
料
の
残
存
は
少
な
い
。
寛
政
二
年

(

一

七
九
○)

に
幕
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
羽
書
制
度
改
革
は
、
発
行
当
事
者
に
よ
る
記
録
が
組
織
的
に
作
成
・
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
転
機
で
も
あ
っ
た
。

山
田
羽
書
の
発
行
管
理
に
携
わ
る
羽
書
三
役

(

三
方
・
羽
書
年
行
事
・
羽
書
取
締
役)

が
任
命
さ
れ
、
山
田
奉
行
所
と
の
間
で
の
連
絡
・
調
整
事
項
が
記
録
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
日
本
銀
行
が
所
蔵
す
る
山
田
羽
書
関
係
史
料
群
は
、
羽
書
取
締
役
に
任
じ
ら
れ
た
六
家
の
一
つ
古
森
善
右
衛
門
家
を
出
所

と
す
る

(

伝
存
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『

日
本
銀
行
所
蔵
銭
幣
館
古
文
書
目
録』

解
説

｢

銭
幣
館
古
文
書
の
伝
存
と
構
造｣

お
よ
び

『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(

１)』

解
題
を
参
照
さ
れ
た
い)

。『

図
録
日
本
の
貨
幣
６

近
世
信
用
貨
幣
の
発
達

(

２)』
(

日
本
銀
行
調
査
局
編

東
洋
経
済
新
報
社

昭
和
50
年)

に
収

録
さ
れ
て
い
る
山
田
羽
書
に
関
す
る
制
度
概
説
に
お
い
て
も
、
寛
政
期
以
降
の
解
説
は
こ
の
史
料
群
を
も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。

本
書
に
先
立
つ

『

山
田
羽
書
関
係
史
料

(

１)』

で
は
、
史
料
群
の
始
期
に
あ
た
る
寛
政
の
羽
書
制
度
改
革
と
そ
の
実
施
経
過
を
記
す
史
料
を
対
象
と
し
、

改
革
の
内
容
や
施
策
の
実
施
経
過
を
文
化
十
三
年

(

一
八
一
六)

頃
ま
で
記
録
し
た

『

山
田
羽
書
書
留』

な
ど
九
点
を
収
録
し
た
。
本
書
で
は
こ
れ
に
続
く
文

政
期
の
記
録
を
と
り
あ
げ
る
。

�
�

�


�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

―｢

溜
羽
書｣

対
策
の
実
施
―

寛
政
二
年
の
羽
書
制
度
改
革
は
、
三
方
会
合
所
関
係
者
が
発
行
限
度
額

(

二
万
二
○
○
両)

を
八
○
八
三
両
余
も
超
え
る
不
正
発
行
を
行
っ
て
い
た
状
況
が

─ 1─

『
山
田
羽
書
関
係
史
料

(

２)

―
文
政
期

溜
羽
書
の
記
録
―』

解

題



発
覚
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
発
行
・
流
通
管
理
の
適
正
化
を
は
か
る
べ
く
幕
府

(

勘
定
所
・
山
田
奉
行
所)

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。『

山
田
羽
書
書
留』

(『
山
田
羽
書
関
係
史
料

(

１)』

に
収
録)

で
は
、
寛
政
二
年

(

一
七
九
〇)

か
ら
文
化
十
三
年

(

一
八
一
六)

ま
で
の
期
間
を
対
象
に
、
発
行
保
証
金
の
積

立
て
や
過
剰
発
行
羽
書
の
消
却
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
経
過
が
記
さ
れ
て
お
り
、
過
剰
発
行
羽
書
の
解
消
に
は
約
二
十
五
年
を
要
し
た
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。

山
田
羽
書
の
流
通
管
理
に
お
い
て
、
引
替
店
で
の
兌
換
に
よ
っ
て
市
中
か
ら
引
揚
げ
ら
れ
た
羽
書
は

｢

溜
羽
書｣

と
称
さ
れ
た
。
こ
の
溜
羽
書
の
在
高

(｢

封
付
高｣

と
称
さ
れ
る)

は
、
各
年
の
正
月
に

『

溜
羽
書
勘
定
帳』

と
し
て
前
年
分
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
羽
書
三
役
か
ら
山
田
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
て
、

勘
定
所
へ
も
報
告
さ
れ
た
。
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
は

『

溜
羽
書
勘
定
帳』

を
四
十
七
点

(

文
化
十
三
年
分
〜
慶
応
三
年

(

一
八
六
七)

分)

所

蔵
し
て
い
る
。
妹
尾
守
雄
氏
は
、
こ
れ
を
も
と
に
溜
羽
書
封
付
高
の
推
移
を
分
析
し
、
山
田
羽
書
の
流
通
状
況
を
考
察
し
た(｢

山
田
羽
書
流
通
上
の
諸
問
題｣

、

『

社
会
経
済
史
学』

第
三
十
七
巻
第
二
号
、
一
九
七
一
年)

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
二
年

(

一
八
一
五)

に
年
間
三
百
両
で
あ
っ
た
封
付
高
が
文
政
六
年

(

一
八
二
三)

に
一
万
三
千
九
百
両
へ
と
増
加
し
、
翌
文
政
七
年

(

一
八
二
四)

に
は
六
万
三
千
八
百
両
へ
と
急
増
し
て
、
羽
書
の
流
通
状
況
が
悪
化
し
て
い
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
山
田
奉
行
所
は
、
溜
羽
書
封
付
高
に
対
し
て
年
一
割
の
利
息
を
月
割
で
三
方
会
合
所
へ
支
払
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

溜
羽
書
封
付
高
の
急
増
は
、
奉
行
所
の
支
出
増
加
に
直
結
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
べ
く
山
田
奉
行
所
が
講
じ
た
対
策
に
つ
い
て
、『

図
録
日
本
の
貨
幣
６

近
世
信
用
貨
幣
の
発
達

(

２)』

で
は
、
以
下
の
事
項

に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①

山
田
羽
書
の
流
通
状
況
の
悪
化
は
汚
損
羽
書

(｢

汚
レ
羽
書｣

と
称
す
る)

の
減
少
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
文
政
十
一
年

(

一
八
二
八)

に
予
定
し
て

い
た
新
羽
書
発
行
を
延
期
し
、
汚
損
羽
書
の
増
加
が
確
認
で
き
た
文
政
十
二
年

(

一
八
二
九)

六
月
に
新
羽
書
発
行
を
決
定
し
た
。

②

文
政
十
二
年
六
月
、
溜
羽
書
封
付
高
に
対
す
る
利
率
を
従
来
の
年
一
割
か
ら
五
歩
に
引
下
げ
た
。

③

山
田
羽
書
の
流
通
を
促
進
す
る
名
目
で
、
文
政
十
二
年
十
一
月
に
河
崎
町
の
魚
問
屋
仲
間
へ
千
両
、
同
年
十
二
月
に
は
三
方
会
合
所
へ
千
両
、
内
宮
会

合
所
へ
二
百
両
の
溜
羽
書
貸
付
を
実
施
し
た
。

寛
政
の
羽
書
改
革
実
施
か
ら
約
五
十
年
を
経
て
、
山
田
奉
行
所
は
溜
羽
書
の
増
嵩
に
直
面
し
、
流
通
促
進
や
財
政
負
担
の
軽
減
策
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い

事
態
に
至
っ
た
訳
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
政
十
二
年
に
は
、
三
方
会
合
所
等
へ
溜
羽
書
を
貸
付
け
る
新
た
な
策
が
導
入
さ
れ
た
。
寛
政
の
羽
書
改

革
に
際
し
て
、
三
方
会
合
所
が
山
田
羽
書
を
財
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
文
政
十
二
年
の
溜
羽
書
対
策
は
、
寛
政
の
制

─ 2─



度
改
革
の
趣
旨
に
反
し
う
る
対
応
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
転
換
点
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
方
針
変
更
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
社
会
経
済
的
な
背
景
や
貸

付
の
実
態
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
�

�
�

�
�

�
�

本
書
で
は
、
文
政
期
入
り
後
の
溜
羽
書
の
増
加
状
況
と
、
山
田
奉
行
所
が
文
政
十
二
年

(

一
八
二
九)

に
導
入
し
た
溜
羽
書
対
策
の
経
緯
を
記
す
十
二
点
の

史
料
を
翻
刻
し
収
録
し
た
。

一
〜
八

『

溜
羽
書
勘
定
帳』

(

４
―
１
―
A11
―
４
―
１
〜
４
―
１
―
A11
―
10)

は
、
各
年
に
お
い
て
前
年
の
溜
羽
書
封
付
高
と
利
息
金
額
を
と
り
ま
と
め
、

正
月
十
五
日
に
羽
書
三
役
連
名
で
山
田
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
帳
面(

控)

で
、
文
政
五
年

(

一
八
二
二)

か
ら
同
十
二
年

(

一
八
二
九)

に
提
出
さ
れ
た

八
点
。
一

(

文
政
四
年
の
実
績
を
同
五
年
正
月
に
提
出)

で
は
、｢

溜
羽
書
惣
高

千
三
百
両｣

｢

正
月
・
二
月
・
三
月
・
四
月
・
五
月
・
六
月
・
七
月
・

十
二
月

右
八
ケ
月
溜
羽
書
御
座
無
候｣

と
記
さ
れ
て
お
り
、
山
田
羽
書
の
流
通
状
況
が
良
好
で
あ
っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〜
八

の
七
点
は
、
溜
羽
書
が
急
増
し
て
い
っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

九

『

引
留』

(

抄)
(

４
―
１
―
A12
―
１)

は
、
文
政
十
二
年
中
の
羽
書
三
役
と
山
田
奉
行
所
と
の
連
絡
調
整
事
項
な
ど
に
関
す
る
執
務
記
録
の
う
ち
、
溜

羽
書
対
策
に
関
連
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
引
留
は
、
四
月
末
に
行
わ
れ
た
溜
羽
書
封
付
に
際
し
、｢

汚
レ
羽
書
多
く
見
苦
敷｣

な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
た
め
、
羽
書
三
役
と
し
て
は
延
期
さ
れ
て
き
た
新
羽
書
の
発
行
・
引
替
を
翌
年
に
実
施
す
べ
き
と
望
む
と
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。
以
後
、
山
田
奉
行

所
と
の
間
で
調
整
が
行
わ
れ
る
が
、
六
月
五
日
に
は
、
新
羽
書
の
発
行
・
引
替
を
翌
年
に
実
施
し
、
新
た
に
製
造
す
る
羽
書
の
図
柄

(｢

裏
判｣)

を
毘
沙

門
像
と
す
る

(

口
絵
参
照)

判
断
が
山
田
奉
行
所
か
ら
羽
書
三
役
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
折
に
、
溜
羽
書
封
付
高
に
対
す
る
利
息
の
率
を
年
一
割
か

ら
五
歩
に
引
下
げ
る
決
定
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

十

『

溜
り
羽
書
之
儀
ニ
付
御
組
頭
中
え
内
談
并
魚
問
屋
共
え
貸
渡
候
仕
法
内
談
之
覚
仮
書』

(

４
―
１
―
A7
―
12)

は
、
文
政
十
二
年
十
一
月
に
河
崎
町
魚

問
屋
仲
間
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
千
両
の
溜
羽
書
貸
付
に
つ
い
て
、
羽
書
取
締
役
と
山
田
奉
行
所
組
頭
の
間
で
検
討
・
調
整
さ
れ
た
事
項
を
記
し
た
覚
書

(

写)

で
あ
る
。
そ
の
際
の
借
用
証
文

(

雛
型)

も
記
さ
れ
て
お
り
、
貸
付
期
間

(
一
年)

、
貸
付
利
息

(

年
利
六
歩)

や
、
返
済
が
滞
っ
た
際
に
質
物
の

売
却
に
よ
っ
て
弁
済
に
充
て
る
と
い
っ
た
具
体
的
な
貸
付
条
件
が
わ
か
る
。
表
紙
に
は

｢
天
保
五
午
二
月
写

取
締
役
会
所｣

(

墨
書
で
一
括
抹
消)

と

あ
る
。
羽
書
取
締
役
仲
間
の
会
所
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
貸
付
に
羽
書
取
締
役
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
天
保
五
年

(

一
八
三
四)

─ 3 ─



に
こ
の
写
し
を
作
成
し
た
折
に
、
返
済
期
限
到
来
後
の
貸
付
の
経
過
も
記
録
し
て
い
る
。
文
政
十
三
年(

一
八
三
〇)

十
一
月
・
天
保
二
年(

一
八
三
一)

十
一
月
に
同
額
の
溜
羽
書
貸
付
に
よ
り
借
換
え
が
実
施
さ
れ
た
と
あ
る
。

十
一

『
溜
羽
書
之
内
会
合
所
え
拝
借
被
相
願
候
処
対
談
取
縺
尚
亦
千
両
程
拝
借
被
致
候
并
宇
治
会
合
所
え
弐
百
両
拝
借
被
致
候
御
達
之
覚
書』

(

４
―
１
―

A7
―
13)
は
、
文
政
十
二
年

(

一
八
二
九)

十
二
月
に
三
方
会
合
所
お
よ
び
宇
治
会
合
所
向
け
に
実
施
さ
れ
た
溜
羽
書
貸
付
に
つ
い
て
、
羽
書
三
役

(

三

方
・
羽
書
年
行
事
・
羽
書
取
締
役)

の
間
で
行
わ
れ
た
議
論
の
顛
末
が
記
さ
れ
た
覚
書
で
あ
る
。
羽
書
三
役
の
間
で
は
、
貸
付
を
望
み
山
田
奉
行
所
と
交

渉
を
進
め
て
い
た
三
方
と
、
貸
付
実
施
に
反
対
す
る
羽
書
取
締
役
の
間
に
争
論
が
生
じ
た
。
羽
書
取
締
役
は
反
対
姿
勢
を
山
田
奉
行
所
に
申
し
入
れ
た
が

聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
山
田
奉
行
所
か
ら
三
方
会
合
所
へ
千
両
、
内
宮
会
合
所
へ
二
百
両
の
溜
羽
書
貸
付
が
実
施
さ
れ
た
。

十
二

『

溜
り
羽
書
御
貸
渡
ニ
付
御
組
頭
中
え
内
談
之
上
御
手
当
金
利
足
ニ
て
暫
取
賄
引
請
之
覚
書』

(

４
―
１
―
A7
―
16)

は
、
溜
羽
書
貸
付
実
施
に
伴
っ

て
山
田
奉
行
所
へ
上
納
さ
れ
る
利
息
約
百
両
に
つ
い
て
、
羽
書
取
締
役
が
下
げ
渡
し
を
受
け
て
貸
付
運
用
を
行
い
た
い
と
山
田
奉
行
所
に
上
申
し
、
文
政

十
三
年
三
月
に
裁
許
を
受
け
た
経
緯
を
記
し
た
覚
書
。
こ
の
貸
付
に
よ
る
運
用
益
を
上
納
し
、
山
田
奉
行
所
が
負
担
す
べ
き
溜
羽
書
利
息
の
財
源
に
充
て

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

本
書
に
収
録
し
た
史
料
に
は
、
文
政
期
に
お
い
て
山
田
羽
書
の
流
通
が
捗
々
し
く
な
か
っ
た
実
情
や
そ
れ
へ
の
対
処
策
に
関
す
る
意
思
決
定
過
程
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
。
勘
定
所
や
山
田
奉
行
所
と
い
っ
た
幕
府
の
機
構
や
そ
の
財
政
・
経
理
と
い
っ
た
制
度
面
で
の
記
述
の
ほ
か
、
山
田
羽
書
の
発
行
・
流
通
に
関
与

し
た
商
人(

羽
書
取
締
役)

や
伊
勢
の
神
職
・
御
師
ら(

三
方
・
羽
書
年
行
事)

の
活
動
に
関
す
る
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
文
政
期
に
急
増
し
た｢

溜
羽
書｣

に
関
す
る
記
録
に
は
、
そ
の
当
時
の
伊
勢
地
域
に
お
け
る
金
融
取
引
や
山
田
・
宇
治
会
合
所
の
運
営
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
ろ
う
。
本
書
に
収
録

し
た
史
料
は
、
貨
幣
史
の
み
な
ら
ず
、
金
融
経
済
史
・
地
域
史
・
政
治
史
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
で
の
研
究
活
動
等
に
お
い
て
、
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

(
日
本
銀
行
金
融
研
究
所

貨
幣
博
物
館

企
画
役

藤
井
典
子)

─ 4 ─
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巳
八
月
廿
九
日

一
、
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
壱
両
弐
歩
と
羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
九
月
晦
日

一
、
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
両
弐
歩

同
十
月
晦
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と
羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
十
一
月
廿
九
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と
羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

巳
八
月
よ
り
十
一
月
迄
溜
羽
書
惣
高

千
三
百
両

但
し

正
月
・
二
月
・
三
月
・
四
月
・
五
月

六
月
・
七
月
・
十
二
月

右
八
ケ
月
溜
羽
書
無
御
座
候

利
足
惣
高金

拾
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書取

締
役

印

同

文
政
五
壬
午
年
正
月

年
行
事

印

山
田三

方

印

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
4
―
1)

�
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�
�
�
�
�
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(

表
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三
方

溜
羽
書
勘
定
帳

(

裏
表
紙)

年
行
事

取
締
役

(
表
紙)溜

羽
書
勘
定
帳

溜羽書勘定帳



午
正
月
晦
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
閏
正
月
廿
九
日

一
、
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
両

同
二
月
晦
日

一
、
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
三
月
廿
九
日

一
、
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
四
月
廿
九
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
五
月
廿
九
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
六
月
晦
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
八
月
晦
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
九
月
晦
日

一
、
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
両

同
十
月
廿
九
日

一
、
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
両

同
十
一
月
晦
日

一
、
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

午
正
月
よ
り
十
一
月
迄
溜
羽
書
惣
高

六
千
弐
百
両

但
し
、
七
月
・
十
二
月

右
二
ケ
月
溜
羽
書
無
御
座
候

利
足
惣
高

金
五
拾
壱
両
弐
歩

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候

已
上

羽
書取

締
役

─ 6─



同

文
政
六
癸
未
年
正
月

年
行
事

山
田三

方

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
4
―
2)

�
�
�

�
�

�
�

�
	



�

�


�
�
�

未
正
月
晦
日

一
、
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
二
月
廿
九
日

一
、
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
両
弐
歩

未
三
月
晦
日

一
、
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
四
月
廿
九
日

一
、
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
両
と羽

書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
五
月
廿
九
日

一
、
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
両
と羽

書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
六
月
廿
九
日

一
、
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
両
と羽

書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

未
七
月
晦
日

一
、
七
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
八
月
廿
九
日

一
、
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
拾
弐
両
弐
歩

同
九
月
晦
日

一
、
弐
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
拾
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
月
廿
九
日

一
、
弐
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

─ 7─

(

表
紙)溜

羽
書
勘
定
帳

溜羽書勘定帳



此
利
足
金
弐
拾
両

未
十
一
月
晦
日

一
、
弐
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
二
月
晦
日

一
、
弐
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
拾
六
両
弐
歩

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

未
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

壱
万
三
千
九
百
両

利
足
惣
高

金
百
拾
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
弐
厘
八
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書取

締
役

同

文
政
七
甲
申
年
正
月

年
行
事

山
田三

方

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
5)

�
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�
�
�
�
�
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�

�
�
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申
正
月
晦
日

一
、
弐
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛同

二
月
晦
日

一
、
三
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
七
両
弐
歩

同
三
月
廿
九
日

一
、
三
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
四
月
廿
九
日

一
、
三
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
五
月
晦
日

一
、
四
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
六
両
弐
歩
と

─ 8─

(

表
紙)溜

羽
書
勘
定
帳



羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
六
月
廿
九
日

一
、
五
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
七
月
廿
九
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
八
月
晦
日

一
、
五
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
閏
八
月
廿
九
日

一
、
六
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
拾
弐
両
弐
歩

同
九
月
晦
日

一
、
六
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
月
廿
九
日

一
、
六
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
拾
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛同

十
一
月
晦
日

一
、
六
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
五
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
二
月
晦
日

一
、
四
千
七
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

申
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

六
万
三
千
八
百
両

利
足
惣
高

金
五
百
三
拾
壱
両
弐
歩

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書取

締
役

印

同

文
政
八
乙
酉
年
正
月

年
行
事

印

山
田三

方

印

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
6)
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酉
正
月
晦
日

一
、
五
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
九
両
と羽

書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
二
月
廿
九
日

一
、
五
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
三
月
晦
日

一
、
五
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
四
月
廿
九
日

一
、
五
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
四
両
と羽

書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
五
月
晦
日

一
、
五
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
六
月
廿
九
日

一
、
五
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
弐
両
弐
歩

同
七
月
晦
日

一
、
四
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
八
月
廿
九
日

一
、
三
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
七
両
弐
歩

同
九
月
廿
九
日

一
、
三
千
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
月
晦
日

一
、
三
千
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
一
月
廿
九
日

一
、
三
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
十
二
月
晦
日

一
、
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

─ 10 ─
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方

惣
印

溜
羽
書
勘
定
帳



此
利
足
金
拾
五
両

酉
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

五
万
弐
千
八
百
両

利
足
惣
高

金
四
百
四
拾
両

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書取

締
役

印

同

文
政
九
丙
戌
年
正
月

年
行
事

印

山
田三

方

印

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
7)

�
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�
�
�
�
�
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戌
正
月
晦
日

一
、
弐
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
二
月
廿
九
日

一
、
三
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
三
月
晦
日

一
、
三
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
弐
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
四
月
晦
日

一
、
三
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
弐
両
弐
歩

同
五
月
廿
九
日

一
、
四
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
六
両
弐
歩
と

─ 11 ─

(

裏
表
紙)

年
行
事
印

取
締
役
印

(

表
紙)溜

羽
書
勘
定
帳

溜羽書勘定帳



羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
六
月
晦
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
七
月
廿
九
日

一
、
四
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
八
月
晦
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
九
月
廿
九
日

一
、
四
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
十
月
廿
九
日

一
、
五
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
壱
両
弐
歩

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
一
月
晦
日

一
、
五
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
二
月
廿
九
日

一
、
三
千
七
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

戌
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

五
万
五
百
両

利
足
惣
高

金
四
百
弐
拾
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書取

締
役

同

文
政
十
丁
亥
年
正
月

年
行
事

山
田三

方

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
8)

�
��

�
�
�
�
�
	



�
�


�

�
�

�

亥
正
月
晦
日

一
、
四
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

─ 12 ─

(

表
紙)溜

羽
書
勘
定
帳



此
利
足
金
三
拾
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
二
月
廿
九
日

一
、
四
千
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
三
月
晦
日

一
、
四
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
四
月
晦
日

一
、
四
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
五
両
三
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
五
月
廿
九
日

一
、
四
千
五
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
七
両
弐
歩

同
六
月
晦
日

一
、
四
千
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
閏
六
月
廿
九
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
七
月
晦
日

一
、
四
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
八
月
晦
日

一
、
四
千
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
八
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
九
月
廿
九
日

一
、
四
千
七
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
月
廿
九
日

一
、
五
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
一
月
晦
日

一
、
五
千
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
壱
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
二
月
廿
九
日

一
、
四
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

亥
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

五
万
八
千
九
百
両

利
足
惣
高

金
四
百
九
拾
両
三
歩

─ 13 ─
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羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書

文
政
十
一
戊
子
年
正
月

取
締
役

同
年
行
事

山
田三

方

前
田
又
六
殿

下
山
幸
右
衛
門
殿

岡
村
牧
太
殿

中
川
芳
左
衛
門
殿

(
4
―
1
―
A11
―
9)

�
�
�

�
�

�
�

�
	



�

�


�
�
�
�

子
正
月
晦
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
二
月
廿
九
日

一
、
五
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
弐
両
弐
歩

同
三
月
晦
日

一
、
五
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
弐
両
弐
歩

同
四
月
廿
九
日

一
、
五
千
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
三
両
壱
歩
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
五
月
晦
日

一
、
五
千
四
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
五
両

同
六
月
晦
日

一
、
五
千
六
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
六
両
弐
歩
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
七
月
廿
九
日

一
、
四
千
八
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
両

同
八
月
晦
日

一
、
五
千
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
弐
両
弐
歩

同
九
月
廿
九
日

一
、
五
千
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
三
両
壱
歩
と

─ 14 ─
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羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

同
十
月
晦
日

一
、
五
千
三
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
一
月
晦
日

一
、
五
千
九
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
四
拾
九
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

同
十
二
月
廿
九
日

一
、
四
千
弐
百
両

溜
羽
書
封
附
高

此
利
足
金
三
拾
五
両

子
正
月
よ
り
十
二
月
迄
溜
羽
書
惣
高

六
万
千
七
百
両

利
足
惣
高

金
五
百
拾
四
両
と

羽
書
拾
匁
六
分
六
厘
六
毛

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

羽
書

文
政
十
二
己
丑
年
正
月

取
締
役

同
年
行
事

山
田三

方

御
奉
行
所

(

4
―
1
―
A11
―
10)

�
��

�
�
�
�
�

	


�

�

�

文
政
十
二
己
丑
年
四
月

一
、
�
日

羽
書
封
附
有
之

堤

刑

部

会
合
所
勤

三
役
当
番

上

部

豊

前

伊
藤
與
四
兵
衛

右
相
済
候
上
刑
部
殿
え
申
入
候
は
、
羽
書
追
々
相
汚
レ
候
ニ
付
猶
々

相
溜
り
候
様
ニ
も
被
存
候
旨
引
替(

店
よ
り)

も
申
聞
候
、
全
押
替
延
引
ニ

相
成
候
故
溜
り
札
相
増
候
儀
と
被
存
候
、
此
節
ニ
て
は
汚
レ
羽
書
多

く
見
苦
敷
候
ニ
付
、
来
寅
年
は
是
非
押
替
仕
候
様
致
度
候
、
右
ニ
付

近
日
御
会
合
之
節
両
役
罷
出
御
相
談
申
上
度
候
間
、
為
御
知
被
下
度

旨
申
入
候
処
、

刑
部
殿
被
申
候
は
、
一
統
え
申
聞
候
上
御
沙
汰
可
申
候
と
の
事
、

─ 15 ─

(
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紙)

文
政
十
二
己
丑
年

引

留

羽
書

引 留



一
、
十
九
日

会
合
小
使
下
田
利
兵
衛
為
八
郎
方
え
申
参
候
は
、
此
間
御
両
役
方
よ

り
御
相
談
被
成
度
旨
有
之
候
ニ
付
為
知
呉
候
様
被
仰
聞
候
、
明
廿
日

会
合
被
致
候
間
、
午
時
頃
よ
り
御
越
可
被
成
候
と
之
事
、

右
即
刻
及
披
露
明
廿
日
朝
飯
後
よ
り
寄
合
申
触
置
候
事
、

一
、
廿
日幸

田
源
内
方
ニ
て

幸

田

源

内

寄
合

榎

倉

右

近

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛

恵
川
半
九
郎

野
村
太
次
兵
衛

相
揃
候
上
申
談
候
は
、
昨
子
年
羽
書
摺
立
御
延
引
ニ
相
成
候
ニ
付
、

此
節
ニ
て
は
汚
レ
羽
書
多
く
見
苦
敷
是
非
来
年
は
引
替
致
度
、
尤
此

節
溜
羽
書
多
有
之
候
、
此
節
相
考
候
得
は
、
昨
年
引
替
御
延
引
ニ
相

成
候
事
故
川
向
辺
近
在
は
年
限
相
過
候
故
歟
、
追
々
金
子
ニ
引
替
ニ

参
り
新
札
引
替
等
を
相
尋
候
様
ニ
も
被
存
候
、
夫
故
弥
不
散
在
ニ
も

可
有
之
候
、
乍
然
押
替
御
伺
申
上
候
儀
例
通
ニ
も
難
取
計
、
先
三
方

中
了
簡
も
可
承
旨
申
合
、
尚
又
去
ル
酉
年
羽
書
弐
千
両
金
子
と
御
入

替
ニ
て
会
合
所
え
御
預
ケ
ニ
相
成
候
分
、
此
節
取
扱
候
汚
レ
羽
書
と

入
替
御
願
申
上
候
方
可
然
ニ
付
、
引
替
店
相
調
子

(

マ
マ)

候
処
、

仁
兵
衛
申
候
は
、
羽
書
は
一
体
ニ
相
汚
レ
候
、
此
節
は
差
掛
り
御

入
替
ニ
も
不
及
候
様
致
融
通
候
間
盆
後
ニ
相
成
候
上
御
入
替
被
下

度
旨
申
聞
候
事
、

一
、
同
日
午
時
頃
よ
り

源

内

右

近

與
兵
衛

善
右
衛
門

與
四
兵
衛

会
合
所
え
罷
出
候
処
三
方
出
勤

福
嶋
伊
豆

三
日
市
帯
刀

福
嶋
豊
前�

朱
書[

後]

堤

刑

部

久
保
倉
弾
正

被
詰
合
伊
豆
殿
被
申
候
は
、
先
日
御
相
談
被
成
度
旨
被
仰
聞
候
ニ
付

去
ル
六
日
御
沙
汰
可
申
処
、
六
日
は
会
合
用
向
多
延
引
致
し
候
様
被

申
候
ニ
付
、

年
行
事
・
取
締
役
相
談
之
趣
相
咄
し
来
寅
年
押
替
伺
方
致
相
談
候

処
、

伊
豆
殿
・
帯
刀
殿
被
申
候
は
、
昨
冬
溜
羽
書
御
利
足
之
儀
御
尋
ニ
付

三
役
よ
り
夫
々
口
上
書
ニ
て
申
上
候
儀
未
タ
御
沙
汰
無
之
候
、
若
江

戸
窺
ニ
相
成
候
哉
難
計
其
半
え
押
替
口
上
書
ニ
て
御
伺
申
上
候
儀

─ 16 ─



御
奉
行
所
御
差
込
り
ニ
て
如
何
可
有
之
哉
、
且
又
去
ル
酉
年
御
預
り

申
上
候
弐
千
両
此
節
相
汚
レ
候
羽
書
と
入
替
置
候
て
、
押
替
成
�
相

延
し
申
度
旨
被
申
候
ニ
付
、

右
弐
千
両
之
羽
書
先
刻
仁
兵
衛
相
調
子

(

マ
マ)

候
処
凡
小
半
分
は
汚
レ
半

分
余
も
宜
候
羽
書
ニ
御
座
候
旨
申
候
ニ
付
、
此
節
入
替
可
申
哉
申

聞
候
処
盆
後
よ
り
之
手
当
ニ
も
致
し
度
旨
ニ
て
盆
後
入
替
候
方
可

然
旨
申
聞
候
、

伊
豆
殿
・
帯
刀
殿
追
々
相
汚
レ
是
非
押
替
御
伺
申
上
候
儀
ニ
御
座
候

ハ
�
直
ニ
御
表
え
も
難
被
申
上
候
間
、
三
役
御
館
入
よ
り
壱
人
ツ
�

四
五
日
之
内
御
勝
手
え
罷
出
御
用
人
中
え
向
ケ
一
ト
通
り
可
申
上
候
、

左
候
ハ
�

御
奉
行
所
御
了
簡
も
可
有
之
と
存
候
旨
被
申
候
ニ
付
、

三
役
相
談
之
上
右
様
取
極
メ
引
取
候
事
、

一
、
廿
二
日取

締
役
式
日
寄
合

溜
羽
書
月
々
相
増
候
ニ
付
、
此
上
追
々
相
増
候
て
は
引
替
金
子
之
手

当
心
配
殊
更
御
利
足
御
下
ケ
金
も
月
々
相
増
候
儀
も
心
配
致
し
、
毎

度
新
古
引
替
中
は
溜
り
羽
書
有
之
候
事
故
来
年
押
替
之
節
は
弥
相
溜

り
可
申
、
右
等
訳
合
御
勝
手
ニ
て
御
咄
し
申
上
、
尚
追
々
溜
羽
書
相

増
候
て
は
引
替
金
子
御
下
ケ
金
も
御
願
可
申
上
儀
も
難
計
、
旁
三
役

罷
出
候
前
申
上
度
ニ
付
三
方
老
分
・
年
行
事
え
も
相
咄
候
処
両
役
と

も
被
致
承
知
候
ニ
付
、
一
両
日
之
内
御
館
入
御
勝
手
へ
罷
出
候
積
申

極
ル
、

一
、
廿
五
日

御
館
入

御
役
所
御
勝
手
勤

永
野
與
兵
衛

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
、
御

用
人
様
方
え
懸
御
目
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
用
人
有
賀

修
蔵
殿
御
出
合
ニ
付
、

與
兵
衛
申
上
候
は
、
当
所
羽
書
之
儀
昨
子
年
七
ケ
年
目
惣
押
替
年

限
ニ
御
座
候
処
、
溜
羽
書
多
く
御
座
候
故
一
両
年
御
見
合
ニ
相
成

候
て
も
宜
敷
御
座
候
哉
之
旨
亥
五
月
御
伺
奉
申
上
、
同
年
十
一
月

一
両
年
御
見
合
ニ
相
成
其
後
之
振
合
ニ
寄
御
伺
可
申
上
旨
被
為

仰
渡
候
処
、
此
節
ニ
て
は
追
々
汚
レ
相
見
へ
候
間
、
来
寅
年
押
替

被

仰
附
候
様
御
伺
奉
申
上
度
、
先
日
よ
り
三
方
・
年
行
事
共
と

も
追
々
内
談
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、
去
ル
酉
年
金
弐
千
両
御
差
下
ケ

溜
リ
羽
書
弐
千
両
三
方
会
合
所
え
御
預
ケ
ニ
相
成
候
内
凡
千
両
計

は
大
汚
レ
ニ
御
座
候
得
共
、
其
節
は
此
節
致
通
用
候
羽
書
よ
り
は

汚
レ
も
御
座
な
く
候
故
、
右
は
近
々
之
内
溜
羽
書
大
汚
レ
之
向
と

御
引
替
御
願
奉
申
上
度
奉
存
候
事
ニ
御
座
候
、

一
、
溜
羽
書
之
儀
御
承
知
被
成
下
候
通
、
追
々
相
溜
り
毎
度
三
・
四
月

中
は
散
在
宜
敷
候
て
溜
り
羽
書
も
相
増
不
申
候
処
、
当
春
は
月
々

相
増
候
儀
ニ
御
座
候
、
引
替
店
仁
兵
衛
申
候
ニ
は
、
川
向
辺
惣
て

七
ケ
年
目
押
替
相
延
候
故
、
津
・
松
坂
辺
并
其
近
在
々
之
者
参
宮

之
序
羽
書
を
金
子
ニ
引
替
ニ
参
り
新
札
御
引
替
之
儀
相
尋
候
者
も
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多
く
御
座
候
由
推
察
仕
候
処
、
年
限
相
過
候
故
他
所
向
は
追
々
金

子
ニ
引
替
ニ
参
候
儀
と
奉
存
候
、
既
ニ
山
田
羽
書
引
替
之
時
節
と

申
候
て
取
引
不
仕
候
所
も
御
座
候
旨
承
り
申
候
、
此
振
り
ニ
候
得

は
盆
後
え
向
候
て
溜
羽
書
一
万
両
余
ニ
も
相
成
可
申
程
難
計
旨
仁

兵
衛
申
聞
候
、
何
程
相
溜
り
候
て
も
引
替
滞
り
無
之
様
可
仕
儀
は

勿
論
ニ
御
座
候
得
共
、
追
々
相
増
候
て
は
私
共
上
ニ
て
引
替
金
子

之
手
当
難
出
来
甚
以
心
配
仕
、
殊
更
御
利
足
御
差
下
ケ
追
々
相
増

候
儀
奉
恐
入
候
儀
ニ
御
座
候
、
此
上
弥
相
溜
り
候
得
は
御
歎
奉
申

上
、
御
下
ケ
金
御
願
奉
申
上
度
哉
ニ
も
奉
存
候
得
共
、
是
以
容
易

ニ
御
願
も
難
奉
申
上
旁
心
配
仕
候
、
乍
�
御
同
席
様
方
御
堅
考
被

成
置
被
下
度
御
願
申
上
候
、
且
又
去
十
月
御
利
足
弐
百
両
ニ
て
行

足
候
様
之
勘
弁
無
之
哉
之
旨
被
為

仰
附
候
後
御
沙
汰
も
無
御
座

候
処
弥
御
利
足
相
増
候
儀
何
と
も
奉
恐
入
一
統
心
配
仕
候
事
ニ
御

座
候
、

右
奉
申
上
候
通
ニ
御
座
候
得
は
、
此
節
押
替
御
伺
奉
申
上
候
も
如

何
可
有
御
座
候
哉
、
尚
又
新
古
引
替
中
は
前
々
も
他
所
向
羽
書
を

金
子
と
引
替
ニ
参
り
候
者
多
く
溜
羽
書
出
来
候
故
、
此
度
之
引
替

ニ
お
い
て
は
弥
相
溜
り
可
申
儀
ニ
奉
存
候
、
乍
併
右
は
当
方
引
替

中
之
儀
ニ
御
座
候
新
札
ニ
相
成
候
ハ
�
又
々
自
然
ニ
散
在
も
可
仕

哉
ニ
奉
存
候
、
羽
書
惣
て
汚
レ
候
上
川
向
辺
右
之
通
ニ
有
之
候
得

は
、
何
れ
押
替
之
儀
は
御
伺
奉
申
上
度
奉
存
候
得
共
、
右
奉
申
上

候
次
第
ニ
付
一
統
心
配
仕
候
、
先
一
応
御
内
慮
御
伺
奉
申
上
度
、

乍
�
御
同
席
様
方
御
堅
慮
被
成
下
度
奉
願
上
候
旨
申
上
候
処
、

修
蔵
殿
一
々
尤
ニ
存
候
、
此
方
ニ
て
も
見
及
候
処
当
時
通
用
之
向
余

り
汚
レ
居
候
間
会
合
所
え
預
ケ
有
之
候
羽
書
此
節
汚
レ
候
向
と
引
替

候
儀
は
勝
手
ニ
被
申
出
候
て
可
宜
候
、
溜
り
羽
書
一
万
両
ニ
も
相
成

候
て
は
引
替
金
子
并
利
足
出
方
等
之
処
心
配
被
致
候
段
尤
ニ
候
、
一

万
両
余
ニ
も
相
成
候
ハ
�
御
下
ケ
金
被
相
願
候
積
り
ニ
候
哉
之
旨
被

仰
聞
候
故
、

此
節
と
て
も
金
子
融
通
方
心
配
仕
候
儀
ニ
候
得
は
、
一
万
両
ニ
も

及
ひ
不
申
と
も
八
九
千
ニ
も
相
成
候
儀
ニ
候
ハ
�
御
下
ケ
金
御
願

奉
申
上
度
と
も
奉
存
候
、
只
今
之
高
ニ
て
は
差
掛
り
候
儀
ニ
も
無

御
座
候
得
は
、
追
て
御
堅
考
可
然
御
差
図
御
願
奉
申
上
度
奉
存
候
、

羽
書
押
替
之
儀
は
此
節
御
伺
奉
申
上
、
秋
中
御
下
知
之
上
紙
注
文

申
遣
し
候
事
故
、
来
春
之
摺
替
ニ
候
得
は
此
節
御
窺
不
奉
申
上
候

て
は
手
行
出
来
不
申
候
故
、
前
々
よ
り
前
年
五
月
御
伺
申
上
候
事

ニ
御
座
候
、

修
蔵
殿
被
申
聞
候
は
、
拙
者
共
相
談
可
申
候
得
共
今
日
下
宿
被
致
候

て
も
待
遠
ニ
可
有
之
、
先
被
引
取
可
申
旨
被
仰
聞
候
故
、

近
日
又
々
御
伺
ニ
罷
出
可
申
哉
御
尋
申
上
候
処
、

右
之
儀
は
御
奉
行
所
え
も
申
上
、
尚
又
組
之
者
懸
り
役
共
と
も
一
統

評
談
致
し
可
申
事
哉
と
存
候
間
、
一
両
日
見
合
候
て
又
々
可
被
罷
出

旨
被
仰
聞
引
取
、

右
之
通
ニ
付
與
兵
衛
帰
宅
之
上
三
方
老
分
福
嶋
伊
豆
殿
え
罷
出
、
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右
之
趣
申
入
候
処
、

伊
豆
殿
何
れ
近
日
御
越
之
上
凡
相
分
り
可
申
候
間
、
其
上
三
役
罷
出

候
様
被
申
候
事
、

年
行
事
一
統
え
為
八
郎
を
以
及
被
露
置
候
事
、

六
月

一
、
朔
日

御
勝
手
勤

永
野
與
兵
衛

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
御

機
嫌
相
伺
候
上
、
先
日
修
蔵
様
え
委
細
申
上
候
羽
書
之
儀
御
伺
ニ
罷

出
候
段
申
上
候
処
、

�

左
衛
門
殿
委
細
承
り
居
申
候
、
修
蔵
え
可
申
聞
旨
被
仰
聞
、
奥
え

御
入
之
上
無
程
御
用
人
白
石
大
八
郎
殿
御
出
合
、
先
日
修
蔵
え
被
仰

聞
尚
只
今�

左
衛
門
え
被
申
聞
候
旨
致
承
知
候
、
其
旨

長
門
守
え

申
聞
候
処
、
別
ニ
勘
弁
も
無
之
候
間
来
春
押
替
之
儀
前
々
之
振
を
以

表
え
可
被
申
出
候
、
其
旨
御
勘
定
所
え
相
達
し
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

近
日
三
役
よ
り
御
表
え
御
伺
可
申
上
旨
申
上
、
尚
先
日
修
蔵
様
え

申
上
候
溜
羽
書
之
儀
は
如
何
御
座
候
哉
御
尋
申
上
候
処
、

其
儀
は
何
と
も
不
申
聞
候
、
一
応
可
申
聞
哉
と
被
仰
下
候
故
、

先
日
修
蔵
殿
え
申
上
候
通
委
細
申
上
、
差
掛
り
候
事
ニ
て
も
無
御

座
候
間
摺
替
之
儀
御
伺
ニ
罷
出
候
節
御
伺
可
申
上
旨
申
上
引
取
、

右
之
趣
ニ
付
帰
宅
之
上
直
ニ
福
嶋
伊
豆
殿
え
罷
出
候
処
他
出
ニ
付
又

候
夕
方
恵
川
半
九
郎
罷
出
面
会
之
上
與
兵
衛
相
勤
候
、
御
勝
手
羽
書

押
替
之
儀
委
細
申
入
、
明
後
三
日
罷
出
申
度
御
差
支
無
御
座
候
ハ
�

書
面
振
も
有
之
候
間
御
勘
考
被
下
御
会
合
可
被
下
候
、
両
役
罷
出
御

相
談
申
度
旨
申
入
候
処
、

伊
豆
殿
取
調
子

(

マ
マ)

御
沙
汰
可
申
と
の
事
、

右
年
行
事
・
取
締
役
え
及
被
露
置
候
事
、

一
、
二
日

取
締
役
式
日
寄
合

五
ツ
半
時
過
会
合
小
使
下
田
利
兵
衛
参
申
聞
候
は
、
伊
豆
申
上
候
昨

日
被
申
聞
候
羽
書
伺
之
儀
明
三
日
相
勤
可
申
候
、
尤
一
両
年
御
延
引

ニ
相
成
候
事
故
先
例
之
振
合
ニ
も
不
参
書
面
振
致
加
筆
後
刻
入
御
覧

可
申
旨
申
参
候
ニ
付
、

裏
判
之
儀
も
先
例
一
所
ニ
申
上
有
之
候
、
右
も
申
上
度
候
間
何
れ

両
役
罷
出
御
相
談
申
上
度
候
間
、
御
会
合
御
差
支
無
之
候
節
被
仰

下
度
段
申
入
候
処
、

利
兵
衛
裏
判
之
儀
は
何
と
も
不
申
候
間
今
一
応
可
申
聞
後
刻
御
答
可

申
旨
申
置
候
事
、

九
ツ
時
過
下
田
利
兵
衛
申
参
候
は
、
昨
日
裏
判
之
儀
は
御
沙
汰
無
之

候
ニ
付
此
方
も
心
得
不
申
候
、
先
例
相
調
子

(

マ
マ)

候
処
如
何
ニ
も
一
所
ニ

申
上
有
之
候
、
右
ニ
付
て
は
当
方
も
相
談
し
尚
御
相
談
申
度
候
間
、

明
三
日
致
会
合
候
間
午
時
頃
よ
り
御
越
可
被
成
、
其
上
明
後
四
日

御
役
所
え
申
上
候
様
可
致
候
と
の
事
、

─ 19 ─

引 留



右
年
行
事
・
取
締
役
え
及
披
露
置
候
事
、

一
、
三
日

幸
田
源
内
方
ニ
て

幸

田

源

内

寄
合

上

部

豊

前

村
井
與
四
郎

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

野

村

三

作

相
揃
裏
判
致
相
談
候
処
、
此
度
は
毘
沙
門
之
像
ニ
て
も
可
有
之
旨
凡

決
着
、
尚
三
方
中
之
上
も
可
承
候
ニ
付
午
時
過
よ
り
会
合
所
え
罷
出

候
処
三
方
出
勤

福

嶋

伊

豆

三
日
市
帯
刀

福

嶋

豊

後

被
詰
居
候
ニ
付
、
此
頃
中
之
儀
も
申
入
尚
裏
判
致
相
談
候
処
三
方
中

被
申
候
は
、
此
度
之
裏
判
は
大
黒
之
像
ニ
も
有
之
候
と
存
候
得
共
松

坂
羽
書
同
様
ニ
て
も
不
宜
、
毘
沙
門
之
像
ニ
有
之
候
哉
之
旨
被
申
、

当
方
存
寄
同
意
ニ
付
毘
沙
門
之
像
ニ
決
着
、
尚
書
面
出
来
左
之
通
切

紙
、

奉
申
上
口
上

山
田
羽
書
押
替
之
儀
、
去
ル
文
政
四
巳
年
八
月
被

仰
出
、
同
月

よ
り
羽
書
紙
用
意
等
ニ
取
掛
り
翌
午
年
不
残
摺
立
同
未
四
月
迄
新

古
引
替
申
候
儀
ニ
御
座
候
ニ
付
、
去
子
年
七
ケ
年
目
年
限
ニ
御
座

候
処
、
近
来
散
在
不
宜
溜
り
札
多
有
之
候
故
前
々
之
振
合
を
以
押

替
奉
伺
候
儀
難
仕
候
ニ
付
、
御
引
替
年
限
ニ
は
御
座
候
得
共
右
押

替
両
三
年
差
延
候
様
可
仕
段
去
々
亥
年
五
月
御
伺
申
上
御
聞
置
御

座
候
処
、
当
年
ニ
至
汚
損
札
等
多
追
々
溜
札
も
相
増
弥
散
在
之
差

障
ニ
も
可
相
成
哉
と
奉
存
候
、
依
之
来
寅
年
押
替
候
様
仕
度
、
此

段
御
窺
奉
申
上
候
、
以
上

山
田

丑
六
月

三

方

羽
書年

行
事

同
取
締
役

宛
無
之

裏
判
之
順
書
左
之
通
切
紙

裏
判
之
順
左
之
通

一
、
毘
沙
門
之
像

延
享
四
丁
卯
年

一
、
三
面
大
黒
之
像

宝
暦
四
甲
戊
年

一
、
寿

老

之

像

明
和
七
庚
寅
年

一
、
大

黒

之

像

寛
政
二
庚
戌
年

一
、
恵
比
須
之
像

同
十
戊
午
年

一
、
毘
沙
門
之
像

文
化
元
甲
子
年

一
、
大

黒

之

像

同
七
庚
午
年

一
、
福
録

(
マ
マ)

寿
之
像

同
十
三
丙
子
年
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一
、
恵
比
須
之
像

文
政
五
壬
午
年

右
之
内
毘
沙
門
之
像
相
用
可
申
哉
ニ
奉
存
候
事
、

右
決
着
致
し
候
ニ
付
、
尚
又
弐
千
両
羽
書
入
替
之
儀
も
御
伺
可
申
ニ

付
、
明
後
五
日
三
役
御
館
入
御
勝
手
え
罷
出
一
応
御
伺
申
上
其
上
御

表
え
申
上
候
様
申
合
引
取
、

但
し
、
本
紙
は
先
例
会
合
ニ
て
被
認
候
積
、

一
、
五
日

御
役
所
勤

三
日
市
帯
刀

三
役
当
番

榎
倉
右
近

村
井
與
四
郎

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
御
用

人
様
方
え
御
伺
申
上
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
用
人
有
賀

修
蔵
殿
御
出
合
ニ
付
、
先
日
取
締
役
よ
り
内
々
御
伺
申
上
候
羽
書
押

替
之
儀
今
日
三
役
ニ
て
御
伺
申
上
候
口
上
書
入
御
覧
候
処
、

修
蔵
殿
書
面
御
覧
之
上
、
右
ニ
て
宜
候
間
表
え
被
差
出
候
様
被
仰
聞

候
ニ
付
、

裏
判
之
儀
前
々
振
合
申
上
候
て
、
此
度
は
毘
沙
門
之
像
ニ
可
仕
哉

と
も
奉
存
、
尚
思
召
御
座
候
哉
御
伺
申
上
候
処
、

預
り
置
勘
弁
之
上
沙
汰
可
致
と
の
御
事
、

御
表
勤

右
同
人

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
金
田
定
右
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
、
書

面
之
写
差
出
羽
書
押
替
之
儀
御
伺
罷
出
候
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入

之
上
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
三
役
申
上
候
は
、
羽
書
摺

替
之
儀
御
伺
ニ
罷
出
候
段
申
上
書
面
差
上
候
処
是
又
奥
え
御
入
之
上

御
鎗
之
間
お
い
て
、

御
用
人

有
賀
修
蔵
殿

御
取
次

志
村
吉
兵
衛
殿

御
立
合
ニ
て
被
窺
出
候
、
羽
書
押
替
之
儀
聞
置
候
段
被
仰
聞
候
ニ
付
、

先
年
は
五
月
中
御
伺
申
上
、
八
月
頃
御
下
知
御
座
候
て
よ
り
取
掛

り
候
儀
ニ
御
座
候
、
此
度
は
如
何
取
計
可
申
哉
之
旨
申
上
候
処
、

取
究
り
候
事
故
勝
手
次
第
ニ
取
極
り
候
様
被
仰
聞
、
尚
裏
判
之
儀
先

刻
被
申
聞
候
毘
沙
門
之
像
宜
様
ニ
被
存
候
と
の
御
事
、

尚
又
、
三
役
別
ニ
呼
出
し
可
申
聞
候
儀
ニ
候
得
共
幸
ひ
三
役
被
罷
出

候
故
申
入
候
、
先
達
て
よ
り
溜
羽
書
多
分
有
之
候
ニ
付
、
長
門
守
よ

り
色
々
勘
弁
之
儀
三
役
え
申
入
候
処
存
寄
申
出
候
内
、
利
下
ケ
之
儀

有
之
候
故
、
是
迄
年
壱
割
之
処
此
節
よ
り
暫
之
間
五
歩
利
ニ
引
下
ケ

候
様
被
仰
渡
候
、
尚
存
寄
も
有
之
候
間
暫
之
儀
利
下
ケ
申
入
候
と
の

御
事
ニ
付

帯
刀
殿
よ
り
溜
り
羽
書
之
儀
は
取
締
役
取
賄
候
旨
被
申
上
候
、

與
四
郎
一
統
え
申
聞
候
様
可
仕
段
申
上
候
事
、

尚
又
三
役
申
上
候
は
、
去
ル
酉
年
八
月
金
子
と
御
入
替
ニ
相
成
候

羽
書
弐
千
両
、
当
時
之
汚
レ
羽
書
と
入
替
候
様
仕
度

御
役
所
え

持
参
可
仕
哉
又
は
御
出
役
之
御
序
ニ
会
合
所
え
御
出
役
被
成
下
候

哉
御
伺
申
上
候
処
、
先
可
申
聞
と
の
儀
ニ
て
奥
え
御
入
之
上
無
程
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御
出
合
、

修
蔵
殿
溜
羽
書
新
敷
分
弐
千
両
当
時
汚
レ
不
通
用
分
と
入
替
候
儀
は

来
ル
十
六
日
出
役
之
節
会
合
え
罷
出
入
替
可
申
と
の
御
事
、

一
、
十
六
日会

合
所
勤

福

嶋

伊

豆

三
日
市
帯
刀

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

野
村
太
次
兵
衛

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
與
四
兵
衛

恵
川
半
九
郎

御
出
役

御
用
人

陶
山
作
兵
衛
殿

御
組
頭

岡
村
弥
次
右
衛
門
殿

去
ル
酉
年
、
会
合
所
え
御
預
ケ
有
之
候
羽
書
弐
千
両
御
開
封
被
成
候

ニ
付
、
三
役
え
請
取
仁
兵
衛
よ
り
差
出
し
候
汚
レ
羽
書
弐
千
両
、
三

役
封
印
之
上
え
悉
ク
御
封
印
被
成
会
合
所
え
預
り
入
替
相
済
候
事
、

一
、
廿
六
日会

合
所
勤

羽
書
紙
虫
干

福

嶋

伊

豆

注
文
相
談

福

嶋

豊

後

榎

倉

右

近

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛

相
談
紙
注
文
之
儀
御
下
知
有
之
候
上
、
残
紙
取
調
子

(

マ
マ)

注
文
可
致
処
、

来
月
は
御
遷
宮
前
会
合
も
取
込
ニ
付
、
凡
注
文
高
相
談
致
し
置
候
事

左
之
通
、白

紙
百
七
拾
束

色
紙
三
色
八
束
宛

尚
又
請
負
人
之
儀
御
下
知
之
上
可
申
候
ニ
付
、
先
佐
右
衛
門
も
致
病

死
候
事
故
如
何
可
致
も
の
哉
為
心
得
相
談
致
し
置
候
事
、

(

以
下
略)

(

4
―
1
―
A12
―
1
か
ら
抜
粹)
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文
政
十
二
己
丑
年
十
月
十
六
日

御
表
勤

三
役
壱
人
ツ
�

訳
合
両
役
引
留
ニ
有

其
後
内
々

御
組
頭
志
賀
八
郎
次
殿
え
永
野
与
兵
衛
罷
出
ル
、

一
、
十
七
日取

締
役
寄
合

右
は
昨
十
六
日
八
郎
次
殿
え
参
り
候
節
内
分
被
仰
聞
候
儀
相
談
、

一
、
十
九
日

右
同
様
ニ
付
再
相
談
之
上
別
紙
連
名
帳
面
并
書
取
を
以
内
分
八
郎

(

マ
マ)

殿

迄
申
上
候
趣
決
着
、

一
、
同
日
夕
方

惣
代

志
賀
八
郎
次
殿
行

與
兵
衛

罷
出
別
紙
名
前
帳
面
并
口
上
書
持
参
致
し
候
処
、
八
郎
次
殿
組
頭
中

相
談
致
し
可
申
、
先
預
り
置
可
申
候
と
の
事
、

一
、
廿
一
日

御
扶
持
方
御
礼
序

惣
代与

四
郎

御
組
頭
志
賀
八
郎
次
殿
え
罷
出
、
面
会
候
之
上
此
間
与
兵
衛
罷
出
候

儀
如
何
御
座
候
哉
、
近
日
罷
上
り
候
旨
申
上
候
ニ
付
御
尋
申
上
候
段

申
入
、
猶
魚
問
屋
等
貸
附
之
儀
等
内
々
御
咄
申
上
候
処
、

八
郎
次
殿
其
後
組
頭
中
相
談
も
篤
と
不
致
候
間
相
談
之
上
従
是
御

沙
汰
可
申
と
の
事
、

一
、
廿
五
日
夕

志
賀
八
郎
次
殿
永
野
与
兵
衛
え
御
越
被
仰
置
候
は
、
先
日
御
預
り

申
上
候
帳
面
書
取
之
儀
組
頭
中
相
談
取
極
メ
候
得
共
、
御
用
人
之

内
修
蔵
殿
と
大
八
郎
殿
此
節
引
籠
り
被
居
作
兵
衛
殿
壱
人
ニ
有
之

候
間
未
タ
申
入
不
申
、
組
頭
中
了
簡
ニ
て
は
此
節
よ
り
惣
大
夫
相

止
メ
候
儀
は
難
出
来
候
間
冬
中
ニ
相
談
致
し
置
来
春
摺
立
よ
り
相
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止
メ
可
申
と
も
存
候
、
御
内
々
此
段
申
入
候
と
の
事
、

一
、
十
一
月
二
日

式
日
寄
合

相
談
、
魚
問
屋
へ
為
融
通
羽
書
貸
附
候
儀
今
一
応
志
賀
八
郎
次
殿
迄

可
申
ニ
付
明
三
日
序
罷
出
候
積
申
談
置
、

一
、
三
日志

賀
八
郎
次
殿
え
永
野
与
兵
衛
罷
出
面
会
之
上
溜
羽
書
之
内
魚
問

屋
共
え
貸
渡
候
儀
御
咄
し
申
上
候
処
、

八
郎
次
殿
被
申
聞
候
は
、
修
蔵
殿
・
大
八
郎
殿
被
致
出
勤
候
間
、
近

日
先
達
て
よ
り
追
々
被
申
聞
候
名
前
等
書
取
候
て
申
上
候
積
ニ
御
座

候
間
、
魚
問
屋
之
向
今
日
御
勝
手
ニ
て
被
申
上
候
方
可
然
存
候
、
左

候
ハ
�
手
前
共
よ
り
申
上
候
と
両
様
御
相
談
ニ
相
成
候
ハ
�
宜
旨
被

仰
聞
候
事
、

右
ニ
付
、

御
勝
手
勤

永
野
与
兵
衛

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
、

魚
問
屋
共
え
羽
書
貸
渡
候
儀
申
上
候
処
、

�

左
衛
門
殿
宜
様
存
候
、
今
日
は
用
人
中
も
詰
合
居
候
間[

可]被�

申
聞

旨
ニ
て
奥
え
御
入
之
上
無
程
右
御
同
人
御
出
合
被
成
、
一
両
日
之

内
書
取
を
以
被
申
出
候
、
左
候
ハ
�
相
談
致
し
能
存
候
と
の
御
事
、

右
之
趣
ニ
付
、

御
目
附
小
川
蔀
殿
え
も
右
之
趣
申
上
置
候
事
、

一
、
帰
宅
之
上
魚
問
屋
貸
附
之
仕
法
河
崎
町
表
ニ
て
内
々
申
入
仕
法
書
取

置
、

一
、
四
日寄

合

魚
問
屋
共
よ
り
差
出
さ
せ
候
仕
法
書
ニ
て
別
紙
書
取
致
し
明
五
日
永

野
与
兵
衛

御
中
ノ
口
え
罷
出
入
御
覧
候
積
、
尤
書
取
は
御
組
頭
中
・

御
目
附
え
も
同
様
差
上
候
積
、

一
、
五
日御

勝
手
勤

永
野
與
兵
衛

御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
え
罷
出
、
魚
問
屋
貸
附
仕
法
書
并
仲
間
書

取
差
出
入
御
覧
候
処
、�

左
衛
門
殿
用
人
中
は
存
し
居
候
得
共
給
人

は
存
不
申
者
も
有
之
候
間
御
勝
手
へ
被
差
出
候
様
被
仰
聞
、
直
様
御

中
ノ
口
え
罷
出
候
処
御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
先
日
申

上
候
儀
書
取
申
候
間
、
内
分
御
用
人
中
迄
御
伺
被
下
候
旨
申
上
候
処

奥
え
御
入
之
上
右
御
同
人
御
出
合
被
成
用
人
迄
御
相
談
ニ
有
之
候
共
、

長
門
守
え
申
聞
候
処
先
預
り
被
置
候
、
追
て
及
沙
汰
可
申
候
と
の
御

事
、

一
、
仲
間
よ
り
相
添
候
書
取
御
組
頭
志
賀
八
郎
次
殿
え
も
写
差
上
候
事
、

一
、
御
目
附
小
川
蔀
殿
え
も
右
書
取
差
上
置
候
事
、

一
、
八
日

御
役
所
よ
り
御
下
使
ニ
て
永
野
与
兵
衛
方
え
御
差
紙
到
来
、
左
之
通
、

相
談
申
度
儀
有
之
候
間
、
明
九
日
五
半
時
可
被
罷
出
候
、
已
上

─ 24 ─



御
役
所

十
一
月
八
日

御
金
方

永
野
与
兵
衛
殿

追
て
勝
手
ニ
も
用
向
有
之
趣
ニ
候
、
此
段
為
念
申
進
候
、

右
請
書
御
使
え
相
渡
候
、

御
用
向
御
座
候
ニ
付
、
明
九
日
五
半
時
参
上
可
仕
旨
被
為
仰
下
奉

畏
候
、
已
上

羽
書
取
締
役

十
一
月
八
日

永
野
與
兵
衛

印

御
金
方
御
衆
中

追
て
御
勝
手
ニ
も
御
用
御
座
候
御
趣
奉
承
知
候
、

一
、
九
日

村
井
與
四
郎

御
役
所
勤

永
野
與
兵
衛

御
召
ニ
付
麻
上
下

但
し
、
与
四
郎
は
下
宿
迄
詰
合

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
前
田
貢
殿
御
詰
合
ニ
付
昨
日
御
金
方

よ
り
御
召
ニ
付
罷
出
候
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
組
頭
前
田

又
六
殿
御
出
合
ニ
て
暫
下
宿
被
致
候
、
後
刻
沙
汰
致
し
可
申
と
の
御

事
、

御
勝
手
え
罷
出
候
処
御
用
人
白
石
大
八
郎
殿
御
出
合
ニ
付
御
挨
拶
申

上
候
処
被
仰
聞
候
は
、
先
日
被
差
出
候
魚
問
屋
共
願
之
儀
ニ
付
書
取

之
趣
尤
ニ
存
候
、

長
門
守
ニ
も
追
々
溜
羽
書
相
増
心
配
被
致
候
事

ニ
候
得
は
、
問
屋
共
願
之
通
被
聞
済
可
申
候
間
先
御
表
え
願
被
出
可

然
候
、
組
之
者
よ
り
も
用
向
有
之
候
様
承
り
候
間
直
様
御
表
え
被
罷

出
可
被
承
旨
被
仰
下
則
御
表
え
罷
出
候
処
、

前

田

又

六

殿

御
組
頭

岡
村
弥
次
右
衛
門
殿

中
川
芳
左
衛
門
殿

右
御
烈

(

マ
マ)

座
御
玄
関
ニ
て
被
仰
聞
候
は
、
先
日
八
郎
次�

殿�

次
方
え
向
溜

羽
書
貸
附
方
之
儀
被
申
聞
致
承
知
候
、
右
之
段
今
一
応
承
り
可
申
存

候
て
呼
出
し
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

與
兵
衛
申
上
候
は
、
先
日
内
々
御
同
役
様
之
内
え
申
上
候
は
当
所

冨
涯
之
者
え
百
・
弐
百
両
宛
御
貸
渡
、
百
両
ニ
付
弐
拾
両
宛
毎
月

金
子
を
以
羽
書
ニ
引
替
候
様
被
為
仰
付
候
ハ
�
羽
書
散
在
ニ
も
相

成
可
申
哉
之
旨
申
上
置
候
処
、
河
崎
町
魚
問
屋
共
羽
書
拝
借
之
儀

御
願
申
上
度
旨
私
共
え
内
々
申
聞
候
ニ
付
、
前
段
之
続
を
以
右
之

段
尚
又
御
同
役
様
え
内
々
申
上
候
処
、
冨
涯
之
者
え
貸
附
候
様
各

様
方
之
上
御
相
談
も
可
被
成
下
、
問
屋
共
之
儀
は
願
出
候
事
ニ
候

ハ
�
一
応
御
勝
手
ニ
て
御
窺
可
申
上
様
被
仰
下
候
ニ
付
、
先
日
書

面
を
以
魚
問
屋
共
願
之
儀
御
勝
手
え
御
伺
申
上
候
処
、
只
今
大
八

郎
様
被
仰
下
候
は
直
様
御
表
え
願
出
候
様
被
仰
渡
候
段
申
上
候
処
、

又
六
殿
被
申
聞
候
は
、
其
儀
も
承
り
候
、
魚
問
屋
之
儀
は
別
段
之
事

ニ
候
、
町
表
引
受
之
事
ニ
候
得
は
勝
手
ニ
町
表
よ
り
可
願
出
候
、
只

今
相
尋
候
は
先
日
被
差
出
候
名
前
之
者
え
羽
書
御
貸
附
之
儀
被
仰
渡
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候
ハ
�
一
統
承
知
可
仕
儀
哉
、
尚
又
当
冬
よ
り
新
札
摺
立
ニ
追
々
相

懸
り
三
・
四
月
頃
ニ
は
新
札
致
出
来
候
ハ
�
弥
以
羽
書
散
在
方
之
儀

取
計
可
申
儀
ニ
付
、
右
名
前
之
者
之
内
引
受
不
申
候
者
も
有
之
候
共
、

各
方
役
中
之
上
ニ
て
成
と
も
引
受
候
程
之
事
ニ
無
之
候
て
は
貸
附
之

儀
も
難
申
談
候
間
、
右
名
前
之
者
え
無
急
度
被
駈
合
候
て
早
々
可
被

申
聞
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

与
兵
衛
申
上
候
は
、
昨
年
十
二
月
溜
羽
書
四
千
弐
百
両
ニ
御
座
候
、

当
十
月
溜
羽
書
高
六
千
七
百
両
之
内
汚
レ
札
千
両
計
可
有
之
哉
、

尚
三
千
両
見
並
惣
大
夫
え
御
貸
渡
之
分
ニ
御
座
候
得
は
引
残
て
弐

千
両
余
之
処
魚
問
屋
共
願
之
通
御
聞
済
有
之
、
千
両
御
貸
渡
ニ
相

成
候
得
は
昨
年
之
見
積
り
ニ
て
は
最
早
外
え
貸
渡
候
ニ
も
及
ひ
不

申
哉
ニ
も
奉
存
候
旨
申
上
候
処
、

又
六
殿
被
申
聞
候
は
、
何
れ
来
春
ニ
至
り
候
得
は
会
合
所
ニ
有
之
候

弐
千
両
も
新
札
と
引
替
貸
渡
ニ
相
成
候
様
可
致
、
左
候
ハ
�
弥
貸
方

之
処
慥
ニ
聞
置
申
度
候
間
、
先
右
名
前
之
者
え
被
駈
合
当
月
来
月
は

追
々
御
用
多
相
成
候
間
、
一
両
日
中
ニ
可
被
申
聞
候
、
尚
又
毎
月
十

七
日
・
廿
七
日
羽
書
五
百
両
ツ
�
持
参
可
致
旨
申
渡
置
候
得
共
以
来

は
右
ニ
不
及
候
、
若
又
持
参
可
被
致
儀
有
之
候
得
は
従
是
沙
汰
ニ
可

及
候
と
の
事
ニ
て
引
取
、

一
、
十
日

寄
合

昨
日
被
申
聞
候
通
、
先
日
差
上
置
候
名
前
之
者
え
駈
合
可
申
ニ
候
得

共
、
此
節
羽
書
御
貸
渡
ニ
相
成
不
申
候
て
は
却
て
色
々
評
し
候
の
み

ニ
て
如
何
可
有
之
哉
、
先
当
時
溜
羽
書
高
之
内
汚
レ
羽
書
并
惣
大
夫

え
御
貸
渡
之
分
引
残
り
弐
千
両
余
之
処
千
両
魚
問
屋
え
御
貸
渡
残
り

千
両
余
当
月
溜
り
羽
書
も
有
之
候
得
は
、
先
千
五
百
両
質
屋
仲
間
え

御
貸
渡
有
之
候
様
可
申
上
哉
と
存
、
内
々
為
八
郎
を
以
宇
仁
田
仁
兵

衛
方
え
聞
合
候
処
、
質
屋
中
え
被
仰
附
候
ハ
�
多
分
御
請
可
申
上
哉

ニ
も
存
し
候
旨
申
聞
候
ニ
付
、
先
其
趣
を
以
伺
可
申
積
ニ
申
談
候
事
、

一
、
十
一
日

御
役
所
勤

永
野
與
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
組
早�

善
兵
衛
殿
御
詰
合
ニ
付
御
金
方

え
御
目
懸
り
申
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
組
頭
岡
村
弥
次

右
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
、

与
兵
衛
申
上
候
は
、
一
昨
日
被
仰
聞
候
名
前
之
者
駈
合
可
申
ニ
候

得
共
、
一
昨
日
申
上
候
通
当
時
溜
羽
書
高
相
調
子
候
処
左
之
通
ニ

相
成
申
候
書
附
左
之
通
、

十
月
晦
日
改
封
附

溜
羽
書
六
千
七
百
両

内

汚
レ
羽
書

千
四
百
両

通
用
難
仕
分

見
並
惣
大
夫
え

三
千
両

御
貸
渡
之
分

引
残
り
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弐
千
三
百
両

右
書
附
入
御
覧
、
弐
千
三
百
両
之
内
千
両
魚
問
屋
共
願
之
通
御
聞

済
御
座
候
得
は
残
り
千
三
百
両
ニ
相
成
候
故
此
節
名
前
之
者
え
御

貸
渡
候
程
は
無
御
座
候
ニ
付
、
右
は
来
春
ニ
相
成
溜
羽
書
出
来
候

上
駈
合
可
申
、
先
此
節
千
三
百
両
え
当
月
相
溜
り
候
分
差
加
え
千

五
百
両
当
所
質
屋
仲
間
え
御
貸
渡
御
座
候
ハ
�
時
節
金
子
入
用
之

折
柄
ニ
候
得
は
質
や
仲
間
之
者
共
金
子
為
融
通
難
有
可
奉
存
哉
と

奉
存
候
、
質
屋
仲
間
共
七
・
八
軒
も
御
座
候
由
一
統
え
申
談
候
事

も
如
何
と
奉
存
、
一
両
人
え
内
々
駈
合
候
処
前
文
之
通
申
聞
候
ニ

付
此
段
申
上
候
、
尚
又
私
共
存
候
ニ
は
羽
書
御
貸
附
ニ
相
成
候
儀

承
り
候
ハ
�
追
々
拝
借
相
願
候
者
も
可
有
御
座
候
得
は
、
此
度
初

て
之
儀
ニ
候
故
御
利
足
之
処
六
・
七
歩
ニ
も
被
仰
渡
、
追
て
新
札

も
出
来
候
上
追
々
溜
羽
書
出
来
候
ハ
�
利
足
御
引
下
ケ
ニ
相
成
候

共
先
此
節
は
右
様
被
仰
渡
如
何
可
有
之
哉
之
段
申
上
候
処
、

弥
次
右
衛
門
殿
被
仰
聞
候
は
委
細
尤
ニ
存
候
、
魚
問
屋
共
上
も
五
歩

利
之
願
ニ
候
得
共
六
・
七
歩
ニ
相
成
候
て
も
苦
間
敷
哉
、
質
屋
共
之

上
は
六
歩
位
之
事
ニ
も
可
有
之
哉
、
先
相
談
可
申
候
間
暫
下
宿
致
し

候
様
被
仰
渡
候
ニ
付
一
先
引
取
、

無
程
御
使
参
御
番
所
え
罷
出
候
処
御
同
人
御
広
間
え
呼
寄
候
処
、
是

ニ
て
も
宜
候
、
先
刻
被
申
聞
候
儀
委
細
致
承
知
候
、
先
明
日
三
役
相

揃
可
被
罷
出
候
、
則
御
差
紙
御
渡
被
成
引
取
、

但
し
、
右
御
差
紙
よ
り
十
三
日
御
請
迄
両
役
引
留
ニ
委
敷
有
、

依
略
之
、

一
、
十
三
日

三
役
御
用
相
済
候
上
暫
有
之
取
締
役
御
広
間
え
罷
出
候
様
御
使
参
、

即
刻

御
役
所
勤

永
野
与
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
金
田
定
右
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
、
御

用
御
座
候
旨
被
仰
下
罷
出
候
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
取
次

志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
右
同
様
申
上
候
処
、
是
又
奥
え
御
入
之

上
御
鎗
之
間
ニ
て

御
用
人

有
賀
修
蔵
殿

御
組
頭

前
田
又
六
殿

御
立
合
ニ
て
此
節
魚
問
屋
共
羽
書
拝
借
願�

候�

処�

町
表
よ�

り�

魚�

問�

屋�

共�

え
願
出
候
由
ニ
て
河
崎
町
よ
り
願
出
候
ニ
付
、
年
六
歩
之
利
足
ニ
て

町
表
え
貸
渡
候
旨
被
聞
済
候
、
尤
取
締
役
上
ニ
て
借
受
候
旨
申
渡
候

間
御
前
方
よ
り
被
貸
渡
候
、
尤
証
文
は
御
奉
行
所
宛
ニ
て
被
取
置
、

序
之
節
御�

持
参
被
致
候
と
の
御
事
ニ
付
、

与
兵
衛
御
下
書
被
下
候
哉
御
伺
申
上
候
処
凡
被
書
取
被
差
出
候
、

添
削
可
致
候
と
の
御
事
、

一
、
十
四
日寄

合

永
野
与
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛
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恵
川
半
九
郎

出
席
之
上
相
談
下
書
出
来
左
之
通
、

奉
拝
借
御
金
手
形
之
事

一
、
羽
書
千
両
也

利
足
年
六
歩
定

右
は
当
町
魚
問
屋
共
一
統
奉
拝
借
度
旨
願
出
候
ニ
付
町
表
引
請

御
願
奉
申
上
候
処
御
聞
済
被
為
成
下
、
羽
書
取
締
役
よ
り
書
面

之
高
町
表
え
慥
ニ
奉
請
取
候
、
返
納
之
儀
は
来
寅
十
月
廿
五
日

限
元
利
無
滞
可
奉
上
納
候
、
魚
問
屋
共
儀
は
他
領
嶋
々
え
魚
荷

仕
切
金
日
々
差
遣
候
事
故
羽
書
散
在
ニ
相
成
候
儀
承
糺
候
処
相

違
無
御
座
候
ニ
付
、
町
表
御
願
奉
申
上
御
聞
済
被
為
成
下
難
有

仕
合
奉
存
候
、
依
之
魚
問
屋
共
所
持
之
品
々
慥
成
質
物
町
表
え

取
置
、
万
一
故
障
之
者
有
之
候
共
右
質
物
町
表
ニ
て
売
払
、
質

物
之
過
不
足
ニ
不
拘
元
利
無
滞
急
度
可
奉
上
納
候
、
依
拝
借
証

文
如
件
、

河
崎
町

文
政
十
二
己
丑
年
十
一
月

年

寄

印

当
時
出
勤

印印印

御
奉
行
所
様

右
出
来
ニ
付
明
十
五
日
与
四
兵
衛
羽
書
裏
判
御
用
ニ
付
三
役
罷

出
候
事
故
右
相
済
候
上
御
金
方
え
御
伺
可
申
上
積
、

一
、
十
五
日

御
役
所
勤

伊
藤
与
四
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
早
崎
善
兵
衛
殿
御
詰
合
ニ
付
御
金
方

え
御
目
懸
り
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
組
頭
前
田
又
六
殿

御
出
合
ニ
付
一
昨
十
三
日
被
仰
聞
候
河
崎
町
え
羽
書
貸
渡
候
ニ
付
下

書
認
見
申
候
ニ
付
持
参
仕
候
、
御
覧
之
上
御
添
削
被
成
下
度
旨
申
上

候
処
、
一
応
御
覧
之
上
奥
え
御
持
参
被
成
無
程
御
出
合
被
仰
聞
候
は
、

不
用
之
処
朱
ニ
て
相
ケ
シ
候
、
乍
然
御
書
加
へ
被
成
候
共
不
苦
候
、

御
役
所
之
上
差
支
不
申
不
用
と
存
候
故
朱
入
申
候
、
御
書
入
被
成
候

て
不
苦
候
と
の
御
事
ニ
て
引
取
、

但
し
、
魚
問
屋
名
前
無
之
ケ
所
も
有
之
候
段
御
尋
被
成
候
事
、

一
、
十
六
日

右
昨
日
之
趣
披
露
之
上
下
書
差
遣
し
候
事
、

但
し
、
下
書
別
紙
ニ
有
之
、

一
、
明
十
七
日
貸
渡
候
旨
河
崎
町
え
為
八
郎
を
以
申
入
下
書
相
渡
、
九
ツ

時
頃
御
当
番
御
越
可
被
成
旨
申
入
置
、

一
、
此
節
之
溜
羽
書
高
集
高
引
替
店
ニ
て
取
調
子

(

マ
マ)

置
候
左
之
通
、

六
月
三
千
両
見
並
惣
大
夫
行
取
集
高

恵
川
様

古
森
様

八
百
両
宛

七
百
両
宛

永
野
様

野
村
様

当
月
魚
問
屋
行
集
高
千
両
之
内

古
森
様

永
野
様

三
百
両
宛

弐
百
両
宛

野
村
様

恵
川
様
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一
、
十
七
日

永
野
与
兵
衛

寄
合

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛

恵
川
半
九
郎

相
談
、
魚
問
屋
共
申
合
証
文
取
置
可�

申�

申
度
候
ニ
付
草
稿
出
来
左
之

通
、此

度
私
共

御
役
所
え
御
願
奉
申
上
羽
書
千
両
河
崎
町
え
御
貸
渡

被
為
成
下
私
共
奉
拝
借
候
ニ
付
、
魚
問
屋
一
統
心
得
方
申
合
之
儀
、

左
ニ
奉
申
上
候
、

一
、
羽
書
散
在
ニ
相
成
候
儀
ニ
付
、
御
貸
下
ケ
被
成
下
候
儀
ニ
候
得
は
弥

以
散
在
宜
様
相
心
懸
ケ
魚
荷
差
送
り
候
向
、
羽
書
通
用
之
場
所
は
四

・
五
両
以
下
小
割
ニ
相
渡
、
早
速
引
替
店
え
相
廻
り
不
申
候
様
可
仕

候
、
尤
魚
荷
仕
切
金
之
外
外
用
ニ
相
遣
申
間
敷
、
勿
論
銘
々
よ
り
一

切
金
子
ニ
引
替
候
て
相
遣
申
間
敷
候
、

附
、
銘
々
商
売
高
之
多
少
を
以
夫
々
拝
借
仕
候
事
、

一
、
以
来
掛
方
よ
り
松
坂
羽
書
差
越
候
ハ
�
私
共
心
得
を
以
断
申
入
、
無

拠
請
取
候
向
は
取
集
候
て
松
坂
引
替
所
え
遣
し
金
子
ニ
引
替
候
様
可

仕
候
、
差
掛
り
仕
切
金
入
用
之
節
は
御
役
中
手
寄
之
御
方
え
持
参
可

仕
候
間
、
山
田
羽
書
と
御
引
替
被
成
下
候
様
仕
度
候
、

一
、
魚
荷
仕
切
金
成
�
羽
書
差
遣
し
可
申
ニ
付
、
已
後
羽
書
手
廻
り
不
申

候
節
は
金
子
を
以
羽
書
御
引
替
ニ
預
り
、
成
�
羽
書
散
在
仕
候
様
心

得
可
申
候
、

一
、
願
之
通
毎
月
元
金
五
拾
両
宛
町
表
え
相
預
ケ
候
方
、
金
子
を
以
引
替

店
ニ
て
羽
書
ニ
引
替
候
て
、
右
羽
書
五
拾
両
町
表
え
御
預
ケ
申
候
様

可
仕
候
、

一
、
限
月
上
納
之
儀
は
町
表
よ
り
急
度
被
仰
附
候
通
聊
相
違
無
御
座
候
、

弥
以
大
切
ニ
相
心
得
申
合
置
申
候
、

右
之
通
堅
申
合
候
ニ
付
為
念
此
段
申
上
置
候
、
以
上

右
出
来
之
上
河
崎
町
え
申
遣
し
候
処
、

年
寄
当
番

森
嶋
平
八
郎

町
代平

野
久
右
衛
門

魚
問
屋
年
番

三
人

出
ル

右
被
罷
出
候
ニ
付
為
八
郎
出
合
証
文
請
取
候
上
、古

森
善
右
衛
門

当
番

恵
川
半
九
郎

右
出
合
申
合
之
趣
申
聞
下
書
相
渡
散
在
ニ
相
成
候
様
申[

入]渡�

証�

文�

請�

取�

候�

上�

、
羽
書
千
両
貸
渡
候
事
、

一
、
十
八
日

魚
問
屋
中
よ
り
申
合
一
札
并
名
前
相
除
候
書
取
差
出
候
事
、

但
し
、
右
弐
通
別
紙
ニ
写
有
之
候
事
、

一
、
十
九
日御

役
所
勤

証
文
持
参

永
野
與
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
金
田
定
右
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
、
御
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金
方
え
御
目
懸
り
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
組
頭
前
田
又

六
殿
御
出
合
ニ
付
、
一
昨
十
七
日
河
崎
町
へ
羽
書
貸
渡
候
間
証
文
差

上
候
旨
申
上
、
尚
又
魚
問
屋
共
申
合
一
札
并
相
除
候
名
前
書
取
入
御

覧
候
処
、
奥
え
御
持
参
被
成
候
、

御
広
間
ニ
て
中
川
芳
左
衛
門
殿
え
申
上
候
は
、
魚
問
屋
御
一
礼
申
上

度
旨
申
聞
候
、
乍
不
調
法
御
伺
申
上
候
段
申
上
候
処
、
同
役
え
申
談

し
旨
ニ
て
奥
え
御
入
被
成
候
、

無
程
又
六
殿
御
出
合
被
成
証
文
被
請
取
置
候
、
魚
問
屋
差
出
し
候
申

合
連
印
写
被
差
出
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
持
合
候
下
書
差
上
候
処
、
尚

又
被
仰
聞
候
は
魚
問
屋
共
一
礼
之
儀
は
相
談
致
し
置
可
申
候
と
の
御

事
、

一
、
廿
三
日御

役
所
勤

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
金
田
定
右
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
御
金

方
え
懸
御
目
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
組
頭
岡
村
弥
次
右

衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
魚
問
屋
共
申
合
書
面
之
写
差
上
候
上
、
先
日
被

仰
聞
候
質
屋
仲
間
一
両
軒
相
尋
候
処
、
羽
書
御
貸
渡
之
儀
御
願
申
上

候
様
被
仰
付
候
て
も
一
統
申
談
候
上
な
ら
て
は
御
請
不
申
上
候
由
、

尤
私
共
迄
申
出
候
上
私
共
よ
り
御
願
申
上
候
様
先
日
被
仰
付
候
得
共
、

私
共
迄
申
出
候
儀
も
表
向
私
共
よ
り
申
聞
質
屋
仲
間
相
談
之
上
な
ら

て
は
不
申
出
候
様
奉
存
候
ニ
付
、
右
表
向
申
聞
候
哉
御
伺
申
上
候
、

尚
又
当
月
は
追
々
田
丸
辺
よ
り
も
持
参
致
し
六
百
両
計
も
引
替
ニ
参

昨
日
迄
ニ
て
千
八
百
両
計
相
溜
り
申
候
、
此
上
御
貸
附
御
座
候
て
も

御
下
ケ
金
無
御
座
候
て
は
溜
羽
書
高
相
増
可
申
旨
ニ
て
私
共
上
ニ
て

も
五�

歩�

利�

ニ�

て�

入
金
仕
候
も
差
込
り
申
候
、
此
後
貸
付
候
ハ
�
御
下

ケ
金
無
御
座
候
て
は
同
様
之
事
ニ
て
溜
羽
書
相
減
し
不
申
旨
申
上
尚

又
善
右
衛
門
よ
り
田
丸
辺
引
替
名
前
書
差
出
右
之
通
田
丸
辺
よ
り
引

替
ニ
参
り
候
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
、

岡
村
弥
次
右
衛
門
殿

中
川
芳
左
衛
門
殿

御
立
合
ニ
て
被
申
聞
候
は
、
右
田
丸
辺
よ
り
引
替
ニ
参
り
候
儀
は
致

承
知
候
事
ニ
御
座
候
、
此
後
羽
書
差
遣
し
不
申
尚
又
乍
内
分
惣
大
夫

方
よ
り
当
冬
千
両
計
も
金
子
差
出
し
可
申
候
間
右
相
渡
可
申
候
、
田

丸
辺
よ
り
引
替
ニ
参
り
候
儀
は
承
候
ニ
不
及
候
間
書
附
差
返
し
候
、

尚
又
来
年
摺
立
之
上
は
会
合
ニ
有
之
候
弐
千
両
も
新
札
ニ
引
替
貸
渡

し
候
積
ニ
有
之
候
、
質
屋
仲
間
之
上
は
何
卒
当
冬
之
内
貸
付
候
様
致

し
度
候
、
脇
々
よ
り
も
内
々
申
出
候
処
も
有
之
候
得
共
、
御
前
方[

之]は�

上
な
ら
て
は
不
宜
候
間
、
質
屋
仲
間
之
上
被
申
入
早
々
貸
附
候
様
可

被
致
候
、
尚
又
五
歩
利
之
処
も
此
後
溜
り
羽
書
弐
千
両
ニ
も
相
成
候

節
は
壱
割
ニ
相
成
可
申
候
間
、
下
ケ
金
之
儀
不
申
候
方
可
然
存
候
と

の
御
事
、

尚
又
先
日
魚
問
屋
よ
り
謝
礼
之
儀
被
申
出
候
、
右
は

御
用
金
と
も

相
違
ひ
候
間
半
減
ニ
て
都
合
六
両
三
分
弐
朱
程
被
差
出
候
様
御
取
計
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可
被
成
と
の
事
ニ
付
、

如
何
致
し
差
出
し
候
哉
申
上
候
処
、
割
方
は
此
方
ニ
て
致
し
候
て

宜
候
、
用
人
は
五
百
疋
ツ
�
給
人
は
四
拾
匁
ツ
�
御
金
方
は
五
百

疋
と
被
申
候
事
、

右
帰
宅
之
上
申
談
明
廿
四
日
為
八
郎
を
以
先
仁
兵
衛
方
迄
申
入

候
、
其
上
仁
兵
衛
上
ニ
て
不
宜
候
ハ
�
組
頭
夫
々
え
為
八
郎
ニ

て
申
遣
候
積
決
着
、

一
、
廿
四
日

為
八
郎
方
よ
り
仁
兵
衛
え
申
入
候
処
仁
兵
衛
申
候
は
、
私
方
御
取
締

方
手
先
ニ
て
有
之
候
事
故
発
端
申
入
其
続
ニ
て
追
々
私
方
え
申
参
候

て
は
差
込
り
候
間
御
断
申
候
と
の
事
、

一
、
右
ニ
付
当
年
質
屋
組
頭

上
組

辻
九
兵
衛

中
組

岩
出
市
右
衛
門

下
組

永
井
善
右
衛
門

右
三
軒
へ
為
八
郎
罷
出
面
会
之
上
申
入
候
は
御
聞
も
被
下
候
哉
、
御

存
し
之
通
当
所
え
松
坂
羽
書
多
く
入
交
り
候
ニ
付
当
所
羽
書
相
溜
り

候
、
右
は

御
役
所
初[

夫
々]

夫�

々�

三�

方�

中�

取�

締�

役�

中�

迄�

も�

心
配
被
致
候
、

右
ニ
付
此
度

御
役
所
御
奉
行
所
よ
り
被
仰
出
羽
書
為
散
在
御
仲
間

中
え
羽
書
高
弐
千
両
程
御
貸
渡
被
遊
度
御
旨
ニ
て
、
夫
々

御
役
所

え
御
咄
出
し
ニ
て
可
被
仰
渡
処
、
左
候
ハ
�
町
々
え
相
懸
り
大
高
ニ

相
成
候
ニ
付
此
度
取
締
役
中
よ
り
申
入
取
締
役
中
迄
為
相
願
其
上
取

締
役
取
次
致
し
候
て

御
役
所
え
申
出
候
様
と
の
御
事
ニ
御
座
候
、

尤
羽
書
高
弐
千
両
年
六
歩
利
足
ニ
て
十
二
月
御
貸
渡
ニ
て
来
寅
十
一

月
限
、
限
月
金
子
を
以
上
納
可
致
仕
法
ニ
て
月
々
御
借
受
高
百
両
ニ

付
金
弐
拾
両
宛
毎
月
廿
日
迄
之
内
引
替
店
え
金
子
持
参
羽
書
引
替
御

遣
ひ
被
下
候
ハ
�
散
在
ニ
も
可
相
成
様
被
存
候
、
右
御
一
統
御
相
談

被
下
、
来
ル
廿
七
日
迄
ニ
御
返
答
可
被
下
候
、
其
上
御
返
答
之
趣
御

役
所
え
被
申
上
候
儀
ニ
御
座
候
間
御
決
着
之
処
被
仰
聞
可
被
下
候
旨

申
入
候
事
、

一
、
廿
五
日

辻
九
兵
衛

岩
出
市
右
衛
門

永
井
善
右
衛
門

右
三
人
為
八
郎
方
え
罷
出
、
明
廿
六
日
寄
合
仕
候
ニ
付
昨
日
之
趣
今

一
応
承
り
度
旨
申
聞
候
ニ
付
、

為
八
郎
方�

よ
り
昨
日
申
入
候
趣
尚
又
申
入
宜
御
相
談
可
被
下
旨
申

入
遣
ス
、

一
、
廿
六
日
夜

為
八
郎
方
え

辻
九
兵
衛
・
岩
出
市
右
衛
門
・
永
井
善
右
衛
門

右
三
人
罷
出
申
聞
候
は
、
一
昨
日
被
仰
聞
候
羽
書
御
貸
附
之
儀
今
日

一
統
寄
合
致
相
談
候
処
時
節
手
当
も
致
し
候
間
御
断
申
上
候
、
宜
被

仰
上
可
被
下
候
と
の
事
、

一
、
廿
八
日

御
役
所
勤

古
森
善
右
衛
門
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御
利
足
上
納
相
済
候
上
、
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
え
魚
問
屋
共
謝

礼
差
上
候
処
質
屋
仲
間
御
尋
ニ
付
、

先
日
壱�

両
・
三
人
聞
合
候
処
難
有
御
請
申
上
候
処
、
表
向
一
統
え

申
入
質
屋
共
一
統
寄
合
致
し
候
処
、
色�

々�

大
勢
ニ
候
得
は
内
ニ
は

不
徳
心
之
者
も
有
之
候
故
歟
時
節
手
当
も
仕
候
間
御
断
申
上
旨
申

出
候
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上

前
田
又
六
殿
先
承
り
置
候
、
色
々
申
出
候
方
も
有
之
候
間
追
々
御
相

談
可
申
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
引
取
、

(

以
下
一
丁
余
白
あ
り
）

文
政
十
三
庚
寅
年

一
、
十
月
廿
三
日

御
役
所
勤

永
野
与
兵
衛

魚
問
屋
え
昨
丑
年
十
一
月
溜
羽
書
之
内
千
両
貸
渡
候
処
此
節
返
金
為

致
候
ニ
付
、

御
役
所
ニ
て
御
請
取
被
遊
候
上
御
下
ケ
被
成
下
候
哉
、

当
方
ニ
て
請
取
封
切
ニ
仕
候
哉
御
伺
申
上
、
尚
又
証
文
今
日
御
下
ケ

被
成
下
候
哉
御
伺
申
上
候
処
、
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
被
申
候
は
、

直
ニ
取
締
役
ニ
て
請
取
相
届
候
上
証
文
差
下
ケ
可
申
候
と
の
事
、

一
、
廿
五
日金

子
請
取

河
崎
町
御�

当
番
星
山
権
兵
衛
殿
へ
証
文
御
下
ケ
迄
仮
請
取
相
渡

候
事
、

一
、
廿
六
日

御
役
所
勤

永
野
与
兵
衛

昨
廿
五
日
金
子
請
取
候
旨
申
上
、
証
文
御
下
ケ
被
成
下
候
事
、

一
、
同
日

会
合
所
え
河
崎
魚
問
屋
共
え
去
冬
貸
渡
置
候
羽
書
千
両
元
利
昨
廿
五

日
請
取
候
ニ
付
溜
羽
書
封
切
ニ
相
成
、
尚
又
溜
羽
書
千
両
御
貸
渡
候

旨
為
八
郎
を
以
申
届
候
、

一
、
廿
八
日御

役
所
勤

永
野
与
兵
衛

河
崎
町
魚
問
屋
共
え
溜
羽
書
之
内
千
両
又
候
貸
渡
候
旨
御
伺
申
上
候

処
、
御
用
人
大
嶋
晋
兵
衛
殿
御
出
合
被
成
、
河
崎
町
魚
問
屋
共
よ
り

御�

願
出
候
聞
済
候
間
羽
書
相
渡
候
上
証
文
持
参
可
申
候
と
の
御
事
、

一
、
十
一
月
二
日

寄
合

河
崎
町
魚
問
屋
共
え
羽
書
相
渡
候
ニ
付
河
崎
町
当
番
相
招
候
処
、

当
番星

山
権
兵
衛
殿

町
代平

野
久
右
衛
門

魚
問
屋
惣
代
弐
人

罷
出
候
ニ
付
羽
書
千
両
御�

相
渡
証
文
請
取
候
事
、

一
、
三
日

御
役
所
勤

伊
藤
与
四
兵
衛

証
文
持
参
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御
玄
関

中
川
芳
左
衛
門
殿

御
取
次

江
添
猪
輔
殿

河
崎
町
よ
り
差
出
候
証
文
差
上
、
御
礼
金
も
差
上
候
事
、

天
保
二
辛
卯
年
十
月
廿
二
日

証
文

(

後
筆)

書
へ
し

式
日
寄
合

皆
勤

今
日
河
崎
町
年
寄
小
川
三
左
衛
門
殿
并
魚
問
屋
惣
代
弐
人
罷
出
候
ニ
付
、

古
森
宜
三
郎

当
番

伊
藤
与
四
兵
衛

出
合
候
処
小
川
三
左
衛
門
殿
金
千
六
拾
両
被
差
出
、
去
寅
十
一
月
拝

借
仕
候
羽
書
千
両
返
済
可
申
旨
ニ
て
被
差
出
候
ニ
付
請
取
候�

上�

明
廿

三
日

御
役
所
へ
申
上
候
上
御
証
文
御
返
進
可
申
旨
申
入
遣
し
候
、

但
し
、
仮
請
取
相
渡
し
候
事
、

一
、
今
日
溜
羽
書
千
両
封
切
致
し
封
印
、
宇
仁
田
へ
相
渡
し
候
、
当
番
与

四
兵
衛
相
勤
ル
、

一
、
廿
三
日

[

永

野

與

兵

衛]

御
役
所
勤

伊�

藤�

与�

四�

兵�

衛�

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
書
面

差
出
、
昨
寅
年
河
崎
町
魚
問
屋
共
え
羽
書
千
両
町
表
取
次
ニ
て
貸
渡

候
処
昨
廿
二
日
金
子
を
以
返
済
相
済
候
、
此
段
申
上
尚
又
来
月
ニ
至

り
河
崎
町
よ
り
御
願
可
申
上
候
旨
ニ
御
座
候
、
昨
年
之
河
崎
町
証
文

御
下
ケ
可
被
成
下
旨
申
上
候
処
、
奥
へ
御
入
之
上
御
同
人
証
文
御
下

ケ
被
成
下
候
事
、

但
し
、
直
ニ
今
日
相
下
り
候
証
文
河
崎
町
へ
相
渡
、

昨
日
之
仮
手
形
と
引
替
相
済
候
事
、

一
、
会
合
所
へ
為
八
郎
よ
り
魚
問
屋
相
済
候
段
申
入
置
候
事
、

十
一
月

一
、
八
日

河
崎
町
よ
り
魚
問
屋
共
羽
書
拝
借
之
儀
昨
七
日
御
役
所
へ
相
願
候
処

御
聞
済
被
遊
候
ニ
付
明
九
日
成
共
拝
借
致
し
度
段
申
出
候
事
、

一
、
同
日

河
崎
町
よ
り
羽
書
拝
借
相
願
候
ハ
�
御
役
所
よ
り
御
達
し
有
之
可
申

処
、
此
度
は
御
達
し
無
之
候
得
共
、
先
月
返
納
相
済
候
御
届
ニ
罷
出
、

其
節
来
月
ニ
至
り
又
々
拝
借
御
願
可
申
上
旨
申
出
候
段
申
上
候
処
、

例
通
被
取
計
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
御
達
無
之
候
共
、
明
九
日
羽
書
相

渡
十
日
ニ
証
文
差
上
可
申
旨
決
着
致
し
候
事
、当

番

一
、
九
日

伊
藤
与
四
兵
衛

河
崎
町
え
羽
書
貸
渡

村

井

寛

二

河
崎
町
年
寄
星
山
権
兵
衛
殿
町
代
平
野
久
右
衛
門
魚
問
屋
弐
人
召
連

罷
出
候
ニ
付
、
証
文
請
取
候
上
羽
書
千
両
貸
渡
候
事
、
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一
、
十
日

御
役
所
勤

古
森
宜
三
郎

御
玄
関
え
罷
出
候
処
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
、
昨
九

日
河
崎
町
へ
羽
書
千
両
相
渡
候
ニ
付
証
文
差
上
候
段
申
上
、
魚
問
屋

共
よ
り
差
出
候
御
礼
金
芳
左
衛
門
殿
へ
差
上
候
処
、
証
文
は
御
取
次

へ
差
上
候
様
被
仰
聞
礼
金
は
御
預
り
被
成
奥
え
御
入
之
上
御
取
次
大

嶋
忠
次
殿
御
出
合
被
成
候
ニ
付
、
昨
九
日
河
崎
町
え
羽
書
千
両
貸
渡

候
段
申
上
証
文
差
上
候
処
請
取
置
候
と
の
御
事
、

一
、
会
合
所
へ
為
八

(

マ
マ)

を
以
昨
九
日
溜
羽
書
之
内
千
両
河
崎
町
へ
貸
渡
候
段

申
届
候
事
、

(

4
―
1
―
A7
―
12)
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文
政
十
二
己
丑
年
十
二
月

一
、
七
日
夜
九
ツ
時
頃

会
合
所
よ
り
吉
田
徳
次
郎
を
以
為
八
郎
方
え
申
参
候
は
、
明
八
日
御

両
役
方
え
御
相
談
被
申
上
度
義
御
座
候
間
午
時
頃
御
越
被
下
度
旨
申

参
候
事
、

右
年
行
事
・
取
締
役
及
披
露
寄
合
申
触
置
候
事
、

一
、
八
日午

時
過
よ
り
為
八
郎
方
え

幸

田

源

内

寄
合

榎

倉

右

近

三
日
市
三
大
夫

(

与
三
大
夫
カ)

村
井
与
四
郎

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛

恵
川
半
九
郎

野
村
太
次
兵
衛

右
相
済
候
上
出
席
之
上

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

三
日
市
与
三
大
夫

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門
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恵
川
半
九
郎

罷
出
候
処
三
方
出
席

福

嶋

伊

豆

三
日
市
帯
刀

福

嶋

豊

後

被
相
詰
居
候
て
被
申
聞
候
は
、
此
度
会
合
所
当
暮
諸
賄
ニ
溜
羽
書
之

内
拝
借
仕
度
段
乍
御
内
々
相
窺
申
候
処
粗
御
聞
済
可
有
之
様
存
候
、

依
之
御
差
支
無
之
候
ハ
�
明
日
願
出
申
度
段
、
尚
又
御
両
役
之
儀
は

兄
弟
同
様
故
後
日
御
尋
御
座
候
節
御
承
知
無
之
候
て
は
相
済
不
申
故
、

御
差
支
等
無
之
哉
御
尋
申
入
候
と
の
事
ニ
付
、

自
是
申
入
候
は
被
仰
聞
候
義
承
知
仕
候
、
尤
取
締
役
之
上
ニ
心

配
成
儀
も
御
座
候
間
、
此
頃
中
乍
御
内
々
一
役
よ
り
御
伺
御
願

等
申
居
候
義
も
御
座
候
得
は
一
統
相
談
之
上
御
返
答
可
申
上
旨

相
答
一
先
引
取
、

一
、
右
帰
宅
之
上
申
談
候
は
、
溜
羽
書
三
役
之
内
一
役
え
拝
借
致
し
候
義

は
不
宜
、
尤
封
切
ニ
相
成
被
借
受
候
得
は
宜
事
ニ
御
座
候
、
一
体
溜

羽
書
不
散
在
之
儀
は
三
役
心
配
ニ
存
候
事
故
封
切
ニ
相
成
拝
借
被
致

候
義
ニ
お
ゐ
て
は
一
同
差
支
之
筋
無
之
ニ
付
相
談
致
決
着
、
会
合
所

え
為
八
郎
を
以
先
刻
被
仰
聞
候
義
不
席
之
者
も
呼
寄
候
ニ
付
無
程
罷

出
候
間
、
今
暫
御
会
合
可
被
下
旨
申
入
候
処
、

役
人
堤
順
助
致
承
知
候
間
御
勝
手
ニ
御
越
被
下
候
と
の
事
、

右
ニ
付
出
席
之
内

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

罷
出
候
処
会
合
詰
合

福

嶋

伊

豆

福

嶋

豊

後

詰
合
被
居
候
ニ
付
返
答
申
入
候
は
、

三
役
一
統
羽
書
不
散
財

(

在
カ)

之
儀
は
心
配
仕
候
事
故
、
封
切
ニ
て
御
拝

借
ニ
相
成
候
ハ
�
散
在
之
た
め
宜
敷
存
候
間
、
右
之
趣
を
以
御
願

為
有
度
段
申
入
候
処
、

両
人
被
申
聞
候
は
、
右
ニ
て
は
趣
意
相
触
レ
申
候
て
迷
惑
仕
候
、
先

達
て
魚
問
屋
共
願
出
侯
振
合
を
以
相
願
申
候
義
故
御
差
支
無
之
義
ニ

お
ゐ
て
は
同
様
相
願
申
度
存
候
と
の
事
、

取
締
役
よ
り
申
入
候
は
、
御
会
合
え
拝
借
之
筋
差
支
と
申
義
無
之

候
得
共
、
此
節
月
廻
且
は
散
在
相
成
候
ハ
�
宇
仁
田
店
え
溜
羽
書

多
く
相
成
可
申
、
右
ニ
て
は
引
替
金
ニ
差
込
り
候
間
其
段
後
日

御
役
所
よ
り
御
尋
御
座
候
節
は
取
締
役
よ
り
金
子
差
支
申
候
段
可

申
上
候
旨
前
以
申
入
候
処
、

伊
豆
殿
以
之
外
立
腹
ニ
て
取
締
役
方
よ
り
御
返
答
一
円
会
得
不
仕
候
、

尤
魚
問
屋
共
願
之
節
は
不
行
届
義
も
御
座
候
ハ
�
其
段
会
合
え
御
沙

汰
可
有
之
処
無
其
儀
会
合
ニ
拝
借
相
願
候
故
御
差
支
等
出
来
申
候
様
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相
当
り
何
共
迷
惑
ニ
存
候
、
御
差
支
之
筋
一
円
承
知
不
仕
と
の
義
ニ

て
立
腹
之
様
子
ニ
付
、

與
兵
衛
申
入
候
は
、
魚
問
屋
共
願
方
之
儀
は
御
内
意
之
儀
も
御
座

候
て
此
処
ニ
て
は
難
申
上
御
自
宅
え
上
り
委
細
可
申
上
と
申
入
候

処
、
先
暫
御
扣
被
下
候
様
と
の
事
、

玄
関
え
扣
居
候
内
役
人
を
以
被
申
聞
候
は
、
御
一
役
え
御
出
被
下

候
と
の
事
ニ
付
年
行
事
罷
出
候
処
、

伊
豆
殿
被
申
聞
候
は
、
何
分
魚
問
屋
同
様
相
願
申
義
故
差
支
有
之
と

被
申
聞
候
て
は
相
済
不
申
、
先
達
て
三
役
ニ
て
申
上
候
は
、
以
来
町

在
よ
り
願
出
候
共
差
支
無
之
義
申
上
置
候
事
故
其
段
相
心
得
乍
御
内
々

も
相
伺
申
候
事
ニ
御
座
候
、
右
取
締
役
方
御
返
答
ニ
て
は
伊
豆
身
分

ニ
相
拘
り
武
士
な
れ
ハ
切
腹
も
可
致
義
ニ
御
座
候
、
依
之
御
差
支
之

儀
ニ
お
ゐ
て
ハ
願
下
ケ
仕
、
拙
者
会
合
退
役
可
仕
候
と
の
事
ニ
て
被

申
募
候
ニ
付
、

源
内
・
右
近
申
入
候
は
、
今
一
応
取
締
役
え
思
召
之
義
申
入
御
返

事
可
申
上
と
申
入
退
、

伊
豆
殿
今
晩
中
ニ
御
返
事
承
り
度
存
し
候
と
被
申
聞
候
事
、

寄
合
之
席
え
罷
帰
り
右
之
趣
一
統
え
申
咄
し
尚
相
談
之
上
年
行
事

よ
り
取
締
役
え
申
聞
候
は
、
明
年
は
既
羽
書
押
替
年
ニ
御
座
候
得

は
兎
角
三
役
和
談
之
義
相
願
候
事
故
取
締
役
ニ
も
御
不
背
為
有
度

旨
申
聞
候
故
、
取
締
役
上
ニ
は
同
様
之
事
故
此
上
は
年
行
事
え
仲

人
挨
拶
相
頼
可
申
段
決
着
之
事
、

一
、
年
行
事
申
聞
候
は
魚
問
屋
一
条
不
行
届
義
会
合
え
不
申
入
候
も
取
締

方
之
不
念
、
尚
又
此
度
会
合
所
よ
り
羽
書
拝
借
之
儀
前
以
不
申
聞
義

も
不
念
、
殊
ニ
何
程
拝
借
被
致
候
義
哉
員
数
相
分
り
兼
候
間
其
段
も

相
尋
取
締
役
方
ニ
も
引
替
金
之
儀
心
配
仕
候
義
も
会
合
ニ
差
含
ニ
預

り
度
段
、
且
は
魚
問
屋
願
出
候
振
を
以
両
役
承
知
之
段
申
入
諸
事
申

減
申
度
候
、
尤
両
人
伊
豆
殿
自
宅
え
明
九
日
朝
参
り
挨
拶
可
申
入
と

の
事
ニ
て
寄
合
退
、

但
し
、
会
合
所
え
は
為
八
郎
を
以
先
刻
之
御
返
事
可
申
上
候
得
共
、

深
更
ニ
も
相
成
候
間
明
昼
前
罷
出
可
申
旨
申
入
候
処
、

役
人
堤
順
助
被
申
上
候
上
、
当
方
五
ツ
時
よ
り
罷
出
御
持
請
可
申
候

と
の
事
、

一
、
九
日
朝

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

福
嶋
伊
豆
殿
自
宅
え
罷
出
候
事
、

一
、
同
日
九
ツ
時
頃
よ
り
為
八
郎
宅
寄
合

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

村
井
與
四
郎

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

伊
藤
与
四
兵
衛

─ 36 ─



恵
川
半
九
郎

野
村
太
次
兵
衛

相
談
、
昨
日
会
合
所
よ
り
被
申
聞
候
一
条
及
返
答
候
義
は
惣
て
預
聞

流
、
両
役
共
魚
問
屋
願
方
同
様
相
心
得
可
申
候
間
差
支
申
義
は
無
之

候
、
拝
借
之
儀
は
御
勝
手
ニ
御
願
出
為
有
度
段
申
入
候
義
相
談
決
着

ニ
付
、
出
席
之
内

幸

田

源

内

榎

倉

右

近

村
井
與
四
郎

恵
川
半
九
郎

会
合
所
え
罷
出
候
処
会
合
出
席

福

嶋

伊

豆

三
日
市
帯
刀

福

嶋

豊

後

被
詰
居
候
ニ
付
、
年
行
事
・
取
締
役
よ
り
申
入
候
は
、
昨
日
被
仰
聞

候
溜
羽
書
之
内
御
拝
借
之
儀
其
節
御
返
答
申
上
候
義
は
惣
て
双
方
聞

流
ニ
仕
、
今
日
御
返
答
申
上
候
儀
両
役
差
支
筋
無
之
候
間
御
願
出
為

有
度
存
候
と
申
入
候
処
、

三
方
中
被
申
聞
候
は
、
御
差
支
無
之
筋
ニ
御
座
候
ハ
�
明
日
願
出

可
申
段
被
申
聞
事
済
申
候
事
、

一
、
廿
日
夜
五
ツ
時
頃

会
合
所
よ
り
使
を
以
為
八
郎
方
え
御
用
御
座
候
旨
申
参
候
ニ
付
罷
出

候
処
、
役
人
堤
順
助
申
聞
候
は
、
明
廿
一
日
当
番
中

御
役
所
え
溜

羽
書
高
汚
レ
羽
書
等
被
申
上
候
間
為
念
一
応
御
調
子

(

マ
マ)

可
被
下
候
、
先

日
汚
レ
羽
書
高
千
五
百
両
有
之
候
由
及
承
候
、
尚
宇
仁
田
店
相
調
子

(

マ
マ)

今
晩
中
ニ
可
被
申
聞
候
、
明
朝
は
早
ク
被
出
候
旨
被
申
候
ニ
付
承
り

直
ニ
宇
仁
田
店
相
調
子

(

マ
マ)

候
処
左
之
通
、

十
一
月
晦
日
改
溜
羽
書
高

八
千
四
百
両

内三
千
両

見
並
惣
大
夫
え
御
貸
渡

千
両

河
崎
町
魚
問
屋
向

千
五
百
五
拾
両

汚
レ
羽
書
之
高

千
六
百
両

封
切
有
之
候
高

差
引
残
り

千
弐
百
五
拾
両

通
用
可
致
羽
書

右
之
趣
ニ
付
直
ニ
為
八
郎
会
合
所
え
罷
出
候
処
、
役
人
堤
順
助
被
居

候
ニ
付
口
上
ニ
て
申
入
候
処
順
助
申
聞
候
は
、
羽
書
封
切
之
儀
は
暫

く
御
切
被
下
間
敷
候
様
御
披
露
可
被
下
候
と
の
事
、

一
、
廿
一
日
暮
後

会
合
所
よ
り
使
を
以
為
八
郎
方
え
御
用
御
座
候
旨
申
参
直
ニ
罷
出
候

処
役
人
堤
順
助
申
聞
候
は
、
今
日
当
番

御
役
所
え
被
出
溜
羽
書
員

数
被
申
上
候
処
御
駈
合
御
用
人
陶
山
作
兵
衛
殿
ニ
て
被
仰
聞
候
は
、

此
節
内
宮
会
合
所
よ
り
羽
書
拝
借
申
出
候
、
尤
先
日
以
来
河
崎
并
山
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田
内
夫
々
え
御
貸
渡
ニ
相
成
候
て
も
差
支
無
之
旨
被
申
出
候
事
故
差

支
有
之
間
敷
候
得
共
尚
為
念
申
入
候
、
両
役
取
調
子

(

マ
マ)

一
役
ニ
て
可
被

申
出
時
節
柄
之
事
故
早
々
申
出
候
と
の
儀
ニ
御
座
候
、
尤
明
日
当
方

序
有
之
候
間
可
申
上
候
、
御
披
露
之
上
今
晩
中
ニ
被
申
聞
候
、
尚
又

廿
二
日
当
番
中
御
取
締
方
え
御
目
ニ
被
懸
度
義
有
之
候
間
、
四
ツ
時

頃
御
壱
人
御
越
可
被
下
候
と
の
事
、

右
年
行
事
・
取
締
役
及
披
露
候
処
先
日
よ
り
続
も
有
之
候
、
旁
早
々

差
支
無
之
旨
返
答
可
致
ニ
決
着
、

一
、
同
夜

会
合
所
え
為
八
郎
を
以
申
遣
し
候
は
先
刻
被
仰
聞
候
、
此
節
溜
羽
書

之
内
御
貸
附
御
座
候
て
別
ニ
差
支
候
義
無
御
座
候
間
、
宜
被
仰
上
可

被
下
旨
申
入
候
処
、

役
人
堤
順
助
致
承
知
候
、
明
日
当
番
中
よ
り
被
申
上
候
と
の
事
、

一
、
廿
二
日取

締
役

與
四
郎

式
日
寄
合

與
兵
衛

善
右
衛
門

与
四
兵
衛

半
九
郎

太
次
兵
衛

善

助

相
談
、
三
役
之
内
え
溜
羽
書
被
致
拝
借
候
は
一
体
不
宜
候
、
尚
又
何

程
拝
借
被
致
候
義
哉
不
相
分
、
当
時
千
弐
百
五
拾
両
程
有
之
候
羽
書

御
貸
渡
ニ
相
成
、
当
暮
羽
書
引
替
ニ
参
り
候
節
羽
書
無
之
と
も
難
被

申
候
、
右
等
御
金
方
迄
御
咄
し
申
上
相
伺
候
方
可
然
ニ
付
乍
内
分
寄

合
之
席
よ
り

與
兵
衛

善
右
衛
門

小
林
え
罷
出
下
宿
之
上

善
右
衛
門

御
番
所
御
勝
手
え
罷
出
前
田
又
六
殿
え
御
目
懸
り
度
旨
申
上
候
処
、

御
同
人
御
表
え
罷
出
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、
御
広
間
え
罷
出
相
扣
申

候
処
、
無
程
前
田
又
六
殿
御
出
合
被
成
候
ニ
付
申
上
候
は
、
此
度
会

合
所
よ
り
溜
羽
書
之
内
拝
借
願
出
候
由
、
一
昨
廿
日
夜
羽
書
員
数
相

尋
候
ニ
付
当
時
通
用
出
来
申
候
羽
書
千
弐
百
五
拾
両
御
座
候
故
其
段

申
入
置
候
、
其
後
山
田
惣
中
え
溜
羽
書
拝
借
之
義
ニ
付
差
支
無
之
哉

之
段
申
聞
候
ニ
付
年
行
事
・
取
締
役
差
支
無
之
旨
申
答
置
候
、
乍
然

会
合
よ
り
拝
借
相
願
此
節
御
貸
渡
ニ
相
成
候
て
も
是
迄
も
同
様
御
貸

渡
之
程
は
羽
書
引
替
店
え
相
戻
り
封
附
高
多
相
成
引
替
金
ニ
私
共
差

支
申
候
間
、
右
千
弐
百
両
之
儀
は
無
程
廿
四
・
五
日
頃
よ
り
追
々
散

在
相
成
申
候
間
御
貸
渡
之
儀
は
御
無
用
被
遊
候
て
も
当
暮
は
通
用
出

来
之
羽
書
出
払
散
在
仕
候
間
右
之
段
申
上
候
、
尚
又
此
間
役
人
順
助

よ
り
申
聞
候
は
、
溜
羽
書
封
切
之
儀
は
暫
相
止
メ
候
様
申
聞
候
相
済

不
申
義
申
聞
候
、
今
ニ
も
散
在
ニ
相
成
候
ハ
�
封
切
可
仕
存
心
ニ
御
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座
候
、
且
先
達
て
会
合
よ
り
両
役
え
申
聞
候
一
件
取
遣
り
一
条
具
ニ

申
上
候
上
、
尚
又
此
度
会
合
よ
り
羽
書
拝
借
振
合
一
切
私
共
え
不
申

聞
候
、
今
以
員
数
存
不
申
不
審
ニ
奉
存
候
と
申
上
候
処
、

又
六
殿
被
申
聞
候
は
、
昨
日
会
合
よ
り
願
出
書
面
差
出
し
今
日
証

文
差
出
候
義
と
被
存
候
と
の
御
事
ニ
付
、

不
得
止
事
一
先
引
取
下
宿
之
上
申
合
、
尚
又

與
兵
衛

善
右
衛
門

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
金
田
定
右
衛
門
殿
御
詰
合
ニ
付
、
前

田
又
六
殿
え
御
目
ニ
懸
り
度
旨
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
無
程
又

六
殿
御
出
合
ニ
付
、

両
人
申
上
候
は
、
此
節
通
用
可
致
羽
書
千
弐
百
五
拾
両
私
共
え
散

在
仕
候
様
被
仰
付
被
下
度
段
申
上
候
処
、

又
六
殿
昨
日
会
合
え
羽
書
千
両
程
御
貸
渡
御
聞
済
ニ
付
今
日
証
文
持

参
可
致
候
間
弐
百
五
拾
両
之
儀
は
承
り
置
候
得
共
千
両
之
処
も
散

財

(

在
カ)被
願
候
義
は
何
共
不
宜
三
役
隔
失
ニ
も
相
成
如
何
敷
存
候
、
此
義

ハ
願
不
被
立
候
方
可
然
様
存
候
、
其
旨
差
心
得
可
申
段
被
申
聞
候
、

與
兵
衛
申
上
候
は
、
千
弐
百
五
拾
両
は
当
暮
兼
て
私
共
よ
り
散
在

致
し
候
心
得
ニ
居
申
候
、
先
日
会
合
よ
り
封
切
之
儀
暫
差
留
メ
候

ニ
付
無
拠
今
日
迄
延
引
仕
候
、
尤
溜
り
羽
書
封
附
ニ
御
座
候
故
前

以
当
暮
之
手
当
ニ
封
切
申
候
義
御
伺
申
上
候
上
と
奉
存
、
今
日
ニ

及
ひ
申
候
段
手
遅
と
相
成
残
念
奉
存
候
と
申
上
候
処
、

又
六
殿
被
申
聞
候
は
、
今
溜
り
羽
書
有
之
候
上
は
御
貸
附
ニ
相
成
候

義
は
勿
論
右
溜
り
候
て
は
利
足
御
手
当
無
之
ニ
付
、
当
暮
羽
書
出
払

ニ
相
成
候
共
又
々
相
溜
り
候
得
は
借
人
有
次
第
御
貸
附
ニ
相
成
候
訳

合
ニ
候
、
強
て
千
両
之
所
も
被
願
立
候
義
ニ
お
ゐ
て
ハ
会
合
と
隔
失

ニ
相
成
其
分
ニ
も
難
差
置
筋
ニ
相
成
候
間
千
両
之
儀
は
不
承
様
候
様

相
心
得
可
申
候
、
既
弐
百
五
拾
両
之
儀
も
内
宮
会
合
よ
り
願
出
候
、

此
分
は
取
締
上
ニ
て
散
在
為
致
候
間
其
分
相
心
得
可
申
段
被
申
聞
候

ニ
付
引
取
、

寄
合
之
席
え
罷
帰
り
申
咄
候
事
、

一
、
同
日
八
ツ
時
頃

会
合
所
よ
り
小
使
吉
田
徳
次
郎
を
以
当
番
中
四
ツ
時
よ
り
御
待
被
申

候
、
早
々
御
越
可
被
下
、
尤
御
差
支
等
御
座
候
哉
之
旨
申
尋
ニ
参
り

候
ニ
付
、

只
今
出
掛
ケ
居
申
候
間
無
程
罷
出
可
申
旨
申
遣
し
候
事
、
即
刻

一
、
会
合
所
勤

伊
藤
与
四
兵
衛

罷
出
候
処
、
三
方
当
番

福

嶋

豊

後

被
申
聞
候
は
、
溜
羽
書
之
内
千
両
拝
借
御
聞
済
ニ
付
今
日
証
文
差
上

候
処
、
羽
書
は
取
締
役
よ
り
請
取
候
様
被
仰
渡
候
間
、
羽
書
千
両
明

日
会
合
所
え
御
渡
可
被
下
候
、
年
行
事
も
相
招
可
申
候
得
共
、
時
節

柄
之
事
故
宜
御
通
達
可
被
下
旨
被
申
候
ニ
付
、

與
四
兵
衛
申
入
候
は
、
仲
間
内
夫
々
え
預
り
居
候
間
明
昼
後
ニ
も
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相
成
可
申
旨
申
入
引
取
、

一
、
同
日
七
ツ
時
過

会
合
所
よ
り
為
八
郎
呼
ニ
参
罷
出
候
処
、
役
人
堤
順
助
申
聞
候
は
、

先
刻
当
番
中
え
御
取
締
方
よ
り
羽
書
明
日
御
渡
被
成
候
旨
被
仰
聞
候

得
共
、
時
節
柄
之
事
故
差
急
申
候
間
今
日
中
ニ
御
渡
被
下
候
様
申
聞

候
ニ
付
、

為
八
郎
申
入
候
は
、
只
今
御
差
紙
致
到
来
、
明
廿
三
日
年
行
事
・

取
締
役
壱
人
宛
御
召
ニ
御
座
候
、
定
て
右
羽
書
之
儀
と
存
候
間
、

明
日
相
勤
候
上
御
渡
申
上
度
、
夫
迄
御
差
延
可
被
下
、
尚
又
御
証

文
写
為
心
得
致
一
覧
置
度
、
御
貸
可
被
下
旨
申
入
候
処
、

順
助
羽
書
之
儀
は
今
日
証
文
差
上
請
取
候
様
被
仰
聞
相
済
候
間
、
何

卒
今
日
中
御
持
参
可
被
下
証
文
写
之
儀
は
及
披
露
候
上
御
沙
汰
可
申

候
と
の
事
、

右
取
締
役
中
え
及
披
露
候
処
、
年
行
事
え
も
披
露
之
上
急
寄
合
申

触
候
事
、

一
、
同
日
薄
暮
よ
り

為
八
郎
宅
ニ
て

源

内

寄
合

右

近

與
四
郎

與
兵
衛

善
右
衛
門

與
四
兵
衛

半
九
郎

一
、
夜
五
ツ
時
頃
会
合
所
よ
り
御
裏
判
到
着
ニ
付
為
八
郎
呼
ニ
参
罷
出
候

処
、
役
人
堤
順
助
よ
り
御
裏
判
用
相
済
候
上
被
申
聞
候
は
、
今
日
差

上
候
羽
書
拝
借
証
文
写
未
タ
相
認
不
申
候
間
、
会
合
扣
御
渡
申
候
御

写
之
上
御
返
可
被
下
、
尚
又
先
刻
申
入
候
羽
書
御
持
参
如
何
御
座
候

哉
と
の
事
ニ
付
、

為
八
郎
申
入
候
は
、
直
ニ
及
披
露
候
得
共
行
届
不
申
候
ニ
付
、
急

寄
合
申
触
一
両
人
罷
出
候
て
若
御
尋
御
座
候
ハ
�
何
分
明
日
両
役

御
召
状
到
来
仕
候
事
故
相
伺
候
上
御
渡
申
上
度
、
乍
然
一
統
相
揃

候
上
今
一
度
御
答
可
申
上
候
旨
申
入
候
処
、

順
助
申
候
は
、
会
合
よ
り
は
今
日
拝
借
証
文
差
上
羽
書
受
取
候
様
被

仰
渡
候
事
故
事
分
て
御
頼
申
入
候
義
其
侭
ニ
て
外
御
用
ニ
付
使
差
進

御
招
申
候
、
右
御
招
不
申
候
ハ
�
御
返
答
無
之
候
事
哉
、
別
て
御
尋

申
上
候
上
被
申
聞
候
義
は
相
聞
え
不
申
と
被
申
候
内
、
下
役
川
端
藤

兵
衛
・
浦
井
民
右
衛
門
よ
り
も
申
候
は
、
会
合
所
え
御
渡
被
成
候
義

を
御
疑
被
成
候
哉
、
又
は
御
拒
被
成
御
渡
無
之
儀
哉
と
申
聞
候
ニ
付
、

為
八
郎
左
様
之
儀
は
無
之
候
得
共
何
れ
相
揃
候
上
可
申
上
事
ニ
御

座
候
得
共
御
使
ニ
預
り
候
故
羽
書
持
参
之
儀
被
尋
候
節
如
何
相
答

可
申
哉
之
旨
承
り
候
処
、
末
席
之
了
簡
ニ
も
不
相
成
先
刻
之
御
返

事
同
様
申
入
候
旨
申
聞
候
、
何
れ
又
々
被
相
揃
候
上
相
談
有
之
御

答
ニ
罷
出
可
申
旨
申
入
候
処
、

順
助
御
一
統
え
御
申
上
何
卒
今
晩
中
ニ
御
渡
可
被
下
旨
申
聞
候
事
、
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一
、
同
四
ツ
時
前

会
合
所
え
為
八
郎
を
以
申
入
候
は
只
今
被
仰
聞
候
義
申
入
尚
又
藤
兵

衛
殿
・
民
右
衛
門
殿
よ
り
私
迄
被
申
聞
候
儀
も
申
候
処
、
全
御
会
合

を
相
疑
相
拒
候
義
は
無
之
候
、
左
様
御
聞
取
有
之
候
て
は
迷
惑
ニ
存

候
、
先
刻
迄
は
年
行
事
夫
々
他
出
ニ
て
早
速
寄
合
不
申
、
且
は
明
日

御
召
之
程
も
不
相
分
候
事
故
右
様
申
入
候
、
漸
年
行
事
も
源
内
殿
罷

出
候
ニ
付
、
外
三
人
え
は
跡
ニ
て
申
聞
無
程
羽
書
千
両
御
渡
可
申
旨

申
入
候
処
、

順
助
申
聞
候
は
、
左
様
之
儀
ニ
有
之
候
ハ
�
拙
者
不
行
届
ニ
も
相

成
不
申
被
申
付
候
事
故
不
行
届
様
当
番
中
被
存
候
事
故
申
上
候
、

夜
深
ニ
相
成
不
申
候
内
御
渡
可
被
下
候
と
の
事
、

右
之
通
ニ
付
寄
合
退
席
致
し
、
羽
書
取
集
直
ニ
羽
書
千
両
開
封
致
し
、

封
印
は
取
締
役
え
預
り
為
八
郎
・
宇
仁
田
手
代
と
も
会
合
所
え
持
参

致
し
候
処
、

役
人

深
井
平
大
夫

小
使

浦
井
民
右
衛
門

右
両
人
え
相
渡
候
処
慥
ニ
請
取
申
候
と
の
事
、

一
、
廿
三
日

御
役
所
勤

幸

田

源

内

当
番

伊
藤
与
四
兵
衛

今
日
見
並
惣
大
夫
よ
り
上
納
御
下
ケ
ニ
付
罷
出
相
済
候
上
、
御
組
頭

前
田
又
六
殿
よ
り
被
申
聞
候
は
、
此
節
会
合
所
よ
り
羽
書
拝
借
相
願

千
両
程
御
貸
渡
ニ
相
成
候
、
内
宮
会
合
よ
り
も
拝
借
申
出
候
ニ
付
三

百
両
程
御
貸
附
ニ
相
成
候
、
尤
昨
日
取
締
役
よ
り
内
々
被
申
聞
候
当

暮
取
賄
ニ
入
用
之
旨
其
後
奥
え
申
上
候
処
、
最
早
会
合
所
は
昨
日
千

両
之
証
文
差
出
候
ニ
付
取
締
役
よ
り
請
取
候
旨
申
入
候
、
尚
亦
内
宮

会
合
も
被
致
許
容
候
事
故
今
更
願
書
差
下
ケ
候
義
も

御
役
所
ニ
て

難
出
来
候
間
、
当
暮
之
処
は
時
節
世
話
敷
は
可
有
之
候
得
共
会
合
所

ニ
有
之
候
弐
千
両
尚
又
当
時
汚
レ
之
千
五
百
両
右
之
内
撰
出
し
候
得

は
百
両
位
は
出
可
申
と
存
候
間
其
積
り
ニ
被
取
計
候
、
前
々
よ
り
承

り
候
得
は
致
し
方
も
可
有
之
、
手
後
れ
候
事
故
夫
々
奥
ニ
て
許
容
相

済
候
と
の
御
事
ニ
て
奥
え
御
入
之
上
無
程
又
六
殿
御
出
合
被
仰
聞
候

は
、
只
今
申
入
候
溜
羽
書
之
儀
当
暮
取
賄
之
趣
を
以
奥
え
申
上
候
処
、

内
宮
会
合
ハ
弐
百
両
御
貸
渡
之
積
ニ
相
成
候
間
残
百
両
え
汚
レ
羽
書

之
内
撰
出
し
候
て
取
賄
置
候
様
被
致
候
、
尤
内
宮
貸
附
弐
百
両
は
明

後
廿
五
日
持
参
可
被
致
候
と
の
御
事
ニ
て
一
体
利
足
御
出
方
無
之
候

間
相
溜
り
候
程
は
夫
々
御
貸
附
ニ
相
成
候
、
右
利
足
出
方
は
江
戸
表

え
も
不
被
申
上
、
奉
行
所
ニ
も
被
致
心
配
候
事
故
、
相
溜
り
候
程
は

御
貸
渡
被
成
利
足
出
方
ニ
被
致
候
、
其
処
勘
弁
可
被
致
候
と
の
御
事

ニ
付
引
取
、

一
、
小
林
帰
宅
之
上
会
合
所
え
為
八
郎
を
以
申
入
候
は
、
溜
羽
書
之
内
弐

百
両
内
宮
会
合
所
え
御
貸
渡
ニ
相
成
候
間
、
明
後
廿
五
日
持
参
可
被

致
旨
被
仰
渡
候
間
為
念
申
入
候
処
役
人
堤
順
助
及
披
露
可
申
候
と
の

事
、

一
、
廿
五
日

─ 41 ─



御
役
所
勤

福

嶋

豊

後

羽
書
御
用
有
之
三
役
罷
出
候

幸

田

源

内

伊
藤
与
四
兵
衛

羽
書
裏
判
御
用
相
済
候
上
、
内
宮
会
合
所
え
溜
羽
書
之
内
弐
百
両
御

貸
渡
ニ
付
差
上
候
処
、

御
用
人

有
賀
修
蔵
殿

御
給
人

木
寺
復
一
殿

御
立
合
ニ
て
弐
百
両
之
御
請
取
御
下
ケ
被
成
下
候
ニ
付
、
乍
序
源
内
・

与
四
兵
衛
よ
り
申
上
候
は
、
先
日
三
方
中
え
御
貸
附
被
遊
候
分
御
請

書
被
成
下
度
会
合
所
え
相
渡
候
の
み
ニ
て
は
取
締
役
之
上
千
両
差
上

記
し
無
之
旨
申
上
候
処
、

修
蔵
殿
魚
問
屋
共
之
節
は
如
何
有
之
候
哉
、
尚
亦
見
並
惣
大
夫
之

節
は
請
取
有
之
候
哉
之
旨
御
尋
ニ
付
、

見
並
惣
大
夫
之
節
は
御
連
印
之
御
証
文
御
下
ケ
被
成
下
、
魚
問
屋
之

節
は
右
問
屋
共
連
印
申
合
証
文
并
仕
法
書
差
出
候
、
其
節
奉
入
御
覧

写
差
上
候
、
右
記
し
有
之
候
、
此
度
三
方
中
え
御
貸
渡
之
分
は
会
合

所
え
相
渡
候
の
み
ニ
て
三
方
中
よ
り
も
記
し
出
し
不
申
段
申
上
候
処
、

修
蔵
殿
尤
ニ
被
聞
取
、
奥
え
御
入
之
上
無
程
御
請
書
御
下
ケ
被
成

下
候
事
、
左
之
通
、

一
、
溜
羽
書
千
両

右
慥
ニ
請
取
候
、
已
上

丑
十
二
月
廿
二
日

前
田
又
六
印

有
賀
修
蔵
印

羽
書三

役
中

右
請
書
会
合
所
え
拝
借
之
分
取
締
役
え
預
り
置
可
申
も
の
哉
会
合
下

宿
ニ
て
及
相
談
候
処
伊
豆
殿
被
申
候
は
、
会
合
所
え
御
貸
附
之
趣
文

面
ニ
有
之
候
得
は
取
締
方
え
御
預
り
可
被
下
儀
ニ
候
得
と
も
、
是
迄

御
差
出
被
下
候
同
文
面
ニ
て
三
役
之
宛
ニ
御
座
候
間
一
所
ニ
会
合
所

え
御
預
り
可
申
候
と
の
事
ニ
付
、

帰
宅
之
上
写
取
本
紙
会
合
所
え
納
置
候
事
、

一
、
溜
羽
書
之
内
千
両
此
度
会
合
所
え
被
致
拝
借
候
ニ
付
、
御
役
所
え
被

差
上
候
証
文
之
写
左
之
通
、

奉
差
上
一
札

一
、
羽
書
千
両

右
は
溜
羽
書
此
節
会
合
所
え
拝
借
仕
夫
々
え
貸
渡
散
在
宜
様
可
成
た

け
相
溜
不
申
候
様
取
計
可
申
旨
御
願
奉
申
上
候
処
、
書
面
之
写
御
貸

下
ケ
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
然
上
は
前
段
之
通
取
計
毎
月
五
歩
之
御

利
足
無
滞
上
納
可
仕
候
、
仍
奉
差
上
一
札
如
件
、

山
田

文
政
十
二
己
丑
年
十
二
月

三

方

印

当
番福

嶋
伊
豆
印

三
日
市
帯
刀
印

福
嶋
豊
後
印

御
奉
行
所
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一
、
宇
仁
田
仁
兵
衛
旧
冬
よ
り
申
出
候
は
、
当
夏
已
来
引
替
店
せ
話
敷
、

羽
書
日
ニ
寄
三
百
両
余
も
参
夫
々
え
為
持
差
上
候
処
、
御
留
主
等
も

有
之
手
支
候
事
も
有
之
、
然
ル
処
此
節
又
々
御
会
合
え
御
貸
渡
御
座

候
ニ
付
、
定
て
追
々
店
え
相
戻
り
候
様
ニ
も
奉
存
候
、
正
月
元
日
は

毎
度
差
扣
候
得
共
、
溜
り
之
模
様
ニ
寄
朔
日
ニ
て
も
羽
書
差
上
候
、

実
は
先
達
て
引
替
店
御
免
御
願
申
上
候
処
、
引
替
相
済
候
上
迄
相
勤

候
様
被
仰
聞
候
得
共
、
此
節
御
会
合
え
再
願
仕
候
と
奉
存
候
得
共
此

節
は
御
取
締
方
御
迷
惑
之
筋
承
知
仕
居
申
候
間
如
何
ニ
存
差
扣
申
候
、

既
当
春
は
羽
書
押
替
ニ
付
御
会
合
え
御
詰
被
成
候
ニ
付
弥
引
替
金
ニ

手
支
可
申
旨
申
出
御
勘
考
被
成
下
度
段
願
出
候
ニ
付
、
取
締
役
中
相

談
之
上
五
拾
両
宛
致
出
金
弐
百
両
引
替
為
手
当
相
渡
置
候
段
申
談
し

金
子
弐
百
両
相
渡
、
証
文
請
取
候
左
之
通
、

奉
差
上
一
札

一
、
金
弐
百
両
也

右
は
賄
店
当
座
羽
書
引
替
之
為
手
当
御
渡
被
下
慥
ニ
奉
預
り
候
、

羽
書
散
財

(

在
カ)

之
振
合
ニ
寄
無
相
違
返
上
可
仕
候
、
依
奉
差
上
一
札
如

件
、

文
政
十
三
庚
寅
年
正
月

宇
仁
田
仁
兵
衛
印

羽
書
取
締
役
御
衆
中

右
正
月
四
日
相
渡
候
事

一
、
正
月
十
五
日

御
役
所
勤

永
野
與
兵
衛

御
玄
関
ニ
て
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
御
壱
人
御
詰
合
ニ
付
内
々
申

上
候
は
、
冬
分
は
溜
羽
書
も
多
散
財

(

在
カ)

致
し
候
、
当
時
六
千
弐
百
両
は

汚
レ
羽
書
千
五
百
両
其
余
は
御
貸
附
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
当
月
ニ
相

成
千
両
余
相
溜
り
候
、
晦
日
迄
ニ
は
追
々
相
溜
り
候
と
奉
存
候
、
則

冬
分
出
候
羽
書
并
会
合
所
え
御
貸
附
之
羽
書
等
相
溜
り
候
義
と
奉
存

候
、
来
ル
晦
日
ニ
封
附
仕
候
得
は
定
て
御
貸
渡
ニ
相
成
候
と
奉
存
候
、

旧
冬
も
利
足
出
方
ニ
相
溜
り
候
程
は
御
貸
附
ニ
相
成
候
様
被
仰
聞
候

事
故
、
来
ル
晦
日
私
共
上
ニ
て
封
附
不
仕
候
様
取
計
可
申
奉
存
候
、

乍
然
銘
々
勝
手
ニ
も
難
仕
候
間
申
上
候
、
何
卒
御
同
役
様
方
御
相
談

─ 43 ─

(

表
紙)文

政
十
三
庚
寅
年
正
月

溜
り
羽
書
御
貸
渡
ニ
付
御
組
頭
中
え

内
談
之
上
御
手
当
金
利
足
ニ
て

暫
取
賄
引
請
之
覚
書

溜り羽書御貸渡ニ付御組頭中え内談之上御手当金利足ニて暫取賄引請之覚書



被
下
如
何
様
共
仕
候
間
御
了
簡
被
仰
下
度
、
羽
書
御
貸
附
被
成
候
は

私
共
上
ニ
て
は
私
共
金
子
御
貸
渡
同
様
ニ
御
座
候
旨
申
上
候
処
、

芳
左
衛
門
殿
三
千
両
・
四
千
両
ニ
相
成
候
て
も
御
手
前
方
引
替
被

置
候
哉
之
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

御
貸
渡
ニ
相
成
弐
重
ニ
金
子
差
出
候
よ
り
引
替
置
封
附
ニ
不
致
候
方

可
然
奉
存
候
旨
申
上
候
処
、

新
札
ニ
相
成
候
ハ
�
組
分
ケ
ニ
致
し
五
千
両
程
会
合
所
よ
り
借
受

候
由
、
右
は
宜
敷
候
哉
之
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

組
分
ケ
ニ
仕
候
て
も
組
分
ケ
之
羽
書
散
財

(

在
カ)

仕
候
方
は
其
余
之
羽
書
相

廻
り
不
申
候
事
故
、
同
様
之
義
別
て
五
千
両
と
申
引
替
金
手
当
ニ
差

込
り
候
間
、
是
は
一
切
御
断
申
上
候
儀
ニ
御
座
候
旨
申
上
候
処
、

芳
左
衛
門
殿
四
・
五
日
は
御
名
代
ニ
て
仲
間
之
内
日
々
出
役
致
し

候
て
揃
不
申
候
間
、
其
後
致
相
談
置
御
沙
汰
可
申
候
と
の
御
事
、

一
、
廿
四
日

永
野
與
兵
衛

御
役
所
勤

古
森
善
右
衛
門

小
林
下
宿
之
上
直
ニ
中
川
芳
左
衛
門
殿
方
え
出
掛
候
処
途
中
ニ
て
御

組
頭
前
田
又
六
殿
え
出
合
候
ニ
付
、
申
上
度
義
有
之
候
ニ
付
御
自
宅

え
罷
上
り
可
申
義
ニ
御
座
候
、
御
差
構
も
無
御
座
候
ハ
�
下
宿
え
御

立
寄
可
被
下
旨
申
上
候
処
御
越
ニ
付
、

両
人
申
上
候
は
、
去
ル
十
五
日
芳
左
衛
門
様
迄
申
上
置
候
御
聞
取

被
下
候
哉
、
其
節
迄
は
溜
羽
書
千
百
両
程
ニ
御
座
候
処
昨
日
迄
ニ

は
相
増
千
四
百
両
ニ
相
成
候
、
右
晦
日
封
附
仕
候
ハ
�
又
々
御
貸

出
ニ
相
成
候
事
故
来
ル
晦
日
私
共
上
ニ
て
封
附
不
仕
候
様
取
計
仕

度
、
是
等
申
候
て
も
私
共
勝
手
ニ
相
成
不
申
御
差
含
被
下
度
尚
又

此
上
之
処
も
御
差
図
被
下
度
段
申
上
候
処
、

又
六
殿
手
前
共
迄
差
含
と
可
申
義
な
れ
ハ
差
含
候
得
共
何
れ
左
様
計

ニ
て
は

御
役
所
之
上
相
済
不
申
、
一
体
此
溜
り
羽
書
之
儀
ニ
付
て

は
星
野
様
ニ
も
御
心
配
被
成
、
御
在
勤
中
江
戸
御
勘
定
所
え
被
仰
遣

御
用
金
之
内
よ
り
利
足
差
出
候
趣
も
文
通
ニ
て
色
々
被
仰
遣
候
得
共
、

江
戸
御
勘
定
所
追
々
御
役
人
方
相
替
り
候
事
故
御
用
金
と
は
如
何
致

し
候
事
哉
抔
と
御
尋
六
ケ
敷
候
ニ
付
、
致
参
府
御
勘
定
所
ニ
て
直
々

申
上
御
伺
等
致
し
候
上
な
ら
て
は
不
相
分
旨
ニ
て
御
参
府
被
成
候
処

御
転
役
ニ
相
成
候
、
当
時
又
々
長
門
守
様
ニ
も
御
心
配
被
成
候
得
共
、

兎
角
江
戸
表
相
分
り
不
申
候
間
、
御
貸
附
ニ
て
利
足
出
方
を
被
成
候

事
ニ
有
之
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

両
人
申
上
候
は
、
左
候
得
は
御
利
足
御
手
当
金
ニ
て
私
共
引
請
候

様
可
仕
旨
申
上
候
処
、

左
様
相
成
候
得
は
宜
敷
候
旨
ニ
て
新
札
出
来
致
し
候
得
は
会
合
所
よ

り
組
分
ケ
ニ
致
し
借
用
申
出
有
之
候
、
右
宜
敷
様
ニ
も
存
候
旨
ニ
付
、

左
様
相
成
候
得
は
私
共
心
配
仕
候
、
此
節
貸
附
候
儀
は
宜
敷
候
得

共
、
後
々
元
済
之
処
無
覚
束
、
一
体
会
合
所
拝
借
仕
法
等
申
聞
候

得
は
、
三
役
之
儀
ニ
御
座
候
故
共
々
御
願
可
申
上
候
得
共
何
共
不

申
聞
候
ニ
付
て
は
済
方
心
配
仕
候
旨
申
上
候
処
、
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夫
は
銘
々
ニ
て
も
済
方
致
心
配
候
、
御
前
方
え
は
相
談
難
出
来
訳
合

有
之
候
、
此
方
ニ
て
も
存
し
居
候
、
尚
又
内
宮
会
合
よ
り
も
申
出
有

之
候
、
右
は
貸
附
不
申
候
て
も
宜
敷
候
得
共
三
方
会
合
は
今
千
両
計

は
遣
し
申
候
ハ
ね
は
不
宜
候
、
左
候
ハ
ね
は
御
同
役
之
儀
不
宜
候
、

右
之
含
ニ
て
被
申
上
候
方
可
然
存
候
と
の
御
事
ニ
付
、

是
よ
り
直
ニ
御
手
当
弐
百
両
ニ
て
引
請
之
儀
可
申
上
哉
之
旨
申
上

候
処
、

今
日
は
不
宜
候
、
明
日
も
不
宜
、
明
後
廿
六
日
は
修
蔵
殿
当
番
ニ
有

之
候
間
、
御
館
入
ニ
て
先
御
勝
手
え
被
出
修
蔵
殿
え
篤
と
被
申
候
方

可
然
候
、
能
呑
込
被
居
候
事
故
宜
候
、
今
日
は
作
兵
衛
殿
明
日
は
大

八
郎
殿
当
番
右
ニ
て
は
難
行
届
儀
も
有
之
候
、
然
し
差
図
は
致
し
不

申
候
と
の
御
事
ニ
て
尚
此
間
芳
左
衛
門
え
被
申
候
事
故
芳
左
衛
門
方

え
も
被
出
可
申
旨
被
仰
聞
候
事
ニ
て
御
帰
り
被
成
候
、

右
ニ
付
尚
又
両
人
中
川
芳
左
衛
門
殿
自
宅
え
罷
出
、
先
日
申
上
候

義
御
相
談
被
下
候
哉
御
尋
申
上
候
処
、
芳
左
衛
門
殿
被
申
候
は
、

相
談
致
し
置
候
、
又
六
も
御
逢
申
御
咄
し
之
上
な
ら
て
は
相
分
り
不

申
旨
申
居
候
と
の
義
ニ
付
、

両
人
只
今
途
中
ニ
て
懸
御
目
候
て
委
細
申
上
候
、
先
日
申
上
候
方

ニ
て
は
入
組
候
間
弐
百
両
ニ
て
御
引
受
申
上
候
旨
申
上
候
処
、

芳
左
衛
門
殿
夫
ニ
て
は
宜
候
、
仲
間
ニ
て
も
先
日
之
儀
申
咄
被
引
受

候
義
を
申
居
候
儀
ニ
御
座
候
、
左
様
ニ
て
は
宜
候
、
今
日
ニ
も
被
申

上
候
哉
之
旨
御
尋
ニ
付
、

今
日
は
両
人
の
み
ニ
御
座
候
間
、
尚
篤
と
相
談
仕
近
日
申
上
候
旨

申
上
候
処
、

会
合
所
之
儀
其
外
見
並
惣
大
夫
・
大
西
宗
兵
衛
等
之
御
咄
有
之
候
事

ニ
て
引
取
、

帰
宅
之
上
及
披
露
明
廿
五
日
寄
合
申
合
候
事
、

一
、
廿
五
日寄

合

村
井
与
四
郎

永
野
與
兵
衛

古
森
宜
三
郎

伊
藤
与
四
兵
衛

恵
川
半
九
郎

古

森

善

助

出
席
之
上
前
文
申
咄
書
取
ニ
て
申
上
候
方
可
然
色
々
相
談
之
上
書
面

出
来
、
左
之
通
切
紙
、

一
、
溜
羽
書
追
々
相
増
御
利
足
御
手
当
金
弐
百
両
ニ
て
行
足
不
申

候
ニ
付
、
去
丑
六
月
五
歩
利
御
引
下
ケ
被
為

仰
附
奉
畏
候
、

尚
為
散
在
溜
羽
書
御
貸
渡
ニ
も
相
成
候
得
共
溜
羽
書
相
減
不

申
私
共
心
配
仕
候
ニ
付
追
々
相
談
之
趣
左
ニ
奉
申
上
候
、

一
、
去
冬
河
崎
町
魚
問
屋
共
え
千
両
三
方
会
合
所
え
千
両
宇
治
会

合
所
え
弐
百
両
都
合
弐
千
弐
百
両
溜
羽
書
御
貸
渡
ニ
相
成
候

御
利
足
と
御
手
当
金
弐
百
両
私
共
え
御
差
下
ケ
被
為
成
下
候

ハ
�
右
弐
口
を
以
取
賄
仕
、
尚
溜
羽
書
多
分
御
座
候
共
散
在

─ 45 ─

溜り羽書御貸渡ニ付御組頭中え内談之上御手当金利足ニて暫取賄引請之覚書



仕
候
様
暫
取
扱
仕
度
奉
存
候
、
右
之
段
御
聞
済
被
為
成
下
候

ハ
�
一
統
安
心
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

羽
書

寅
正
月

取
締
役

一
、
廿
六
日

永
野
與
兵
衛

御
役
所
御
勝
手
勤

古
森
善
右
衛
門

御
中
ノ
口
え
罷
出
御
用
人
中
え
懸
御
目
度
段
申
上
候
処
、
御
用
人
有

賀
修
蔵
殿
御
出
合
ニ
付
御
前
御
機
嫌
御
窺
申
上
候
上
申
上
候
は
、
旧

冬
よ
り
溜
羽
書
之
儀
心
配
仕
勘
弁
仕
候
得
共
、
御
利
足
御
出
方
多
有

之
候
ニ
付
私
共
取
賄
方
書
取
を
以
御
伺
申
上
度
段
申
上
書
面
差
上
候

処
御
一
覧
之
上
奥
え
御
持
参
被
成
無
程
御
出
合
被
成
、
右
様
相
成
候

得
は
世
話
無
之
候
得
共
評
議
之
上
致
相
談
可
申
候
、
先
預
り
置
可
申

候
と
の
御
事
ニ
て
引
取
、

二
月

一
、
三
日

御
勝
手
勤

永
野
與
兵
衛

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
御
機

嫌
御
伺
申
上
候
上
先
日
書
取
を
以
御
伺
申
上
候
義
尚
又
御
伺
申
上
候
、

如
何
御
座
候
哉
之
段
申
上
候
処
、�

左
衛
門
殿
修
蔵
よ
り
御
咄
し
可

申
旨
ニ
て
奥
え
御
入
之
上
無
程
御
用
人
有
賀
修
蔵
殿
御
出
合
被
成
、

先
日
被
申
出
候
義
未
タ
決
着
不
致
候
間
評
義
之
上
四
・
五
日
之
内
是

よ
り
及
沙
汰
可
申
候
と
の
御
事
ニ
付
、

今
日
は
毎
度
之
御
利
足
申
請
ニ
罷
出
候
、
如
何
可
仕
哉
御
伺
申
上

候
処
、

今
日
は
例
之
通
可
被
出
候
と
の
儀
ニ
付
、

与
兵
衛
よ
り
御
内
々
為
御
差
含
何
方
様
迄
申
上
候
、
先
月
も
溜
羽

書
相
増
候
得
共
私
共
上
ニ
て
封
附
不
仕
候
、
他
言
仕
候
義
ニ
は
無

御
座
候
得
共
御
含
置
可
被
下
候
段
申
上
候
処
、

修
蔵
殿
致
出
来
候
も
の
ニ
有
之
候
得
は
書
面
え
被
差
出
候
て
不
苦
旨

被
仰
聞
、
尚
何
程
致
出
来
候
哉
御
尋
ニ
付
、

先
月
は
弐
千
五
百
両
程
出
来
仕
候
、
右
封
附
仕
今
日
申
上
候
て
は

又
々
御
貸
附
ニ
相
成
候
と
存
、
左
候
得
は
尚
更
溜
羽
書
相
増
御
利

足
御
出
方
も
多
く
相
成
心
配
仕
、
尚
御
伺
中
ニ
有
之
候
事
故
差
扣

へ
申
候
旨
申
上
候
処
、

脩
蔵
殿
差
含
可
申
候
と
の
御
事
ニ
て
引
取
、

一
、
先
月
分
溜
羽
書
御
届
相
済
御
利
足
御
下
ケ
被
成
下
候
て
御
玄
関
え
相

下
り
候
処
御
組
頭
中
川
芳
左
衛
門
殿
・
志
賀
八
郎
次
殿
御
詰
合
ニ
付
、

先
日
被
申
聞
候
後
沙
汰
不
承
候
、
如
何
相
成
候
哉
御
尋
ニ
付
、

與
兵
衛
申
上
候
は
、
去
ル
廿
六
日
弐
百
両
ニ
て
御
引
受
申
上
候
義

書
取
を
以
御
勝
手
え
御
願
申
上
候
、
只
今
御
勝
手
え
罷
出
御
伺
申

上
候
処
、
修
蔵
様
よ
り
評
儀
之
上
四
・
五
日
之
内
可
及
沙
汰
旨
被

仰
聞
候
、
御
評
談
之
上
尚
宜
敷
御
執
合
可
被
下
候
、
尚
又
先
月
は

溜
羽
書
弐
千
五
百
両
程
出
来
仕
候
得
共
私
共
上
ニ
て
取
計
封
附
不
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仕
候
、
御
内
々
御
含
置
可
被
下
旨
申
上
候
処
、

芳
左
衛
門
殿
御
引
受
ニ
相
成
候
得
は
宜
敷
御
座
候
、
精
々
御
勝
手
え

御
願
可
被
成
候
と
の
御
事
、

一
、
五
日

御
役
所
勤

村
井
與
四
郎

外
御
用
相
済
候
上
久
々
風
邪
ニ
て
不
罷
出
候
ニ
付
御
勝
手
窺

御
中
ノ
口
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
御
前

御
機
嫌
相
伺
候
上
修
蔵
様
え
懸
御
目
申
度
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入

之
上
御
用
人
有
賀
脩
蔵
殿
御
出
合
ニ
付
久
々
風
邪
ニ
て
引
籠
り
候
ニ

付
御
機
嫌
御
伺
申
上
候
上
、
先
日
よ
り
仲
間
共
御
願
申
上
候
溜
羽
書

引
受
之
儀
宜
御
執
合
可
被
下
旨
申
上
候
処
、

修
蔵
殿
去
ル
三
日
も
與
兵
衛
殿
よ
り
催
促
被
致
候
得
共
、
先
達
て

度
々
勘
弁
可
致
旨
被
仰
渡
候
砌
被
申
出
候
得
は
早
速
取
究
り
可
申

処
、
御
貸
出
之
仕
法
ニ
相
成
候
事
故
早
速
ニ
も
取
極
り
不
申
候
、

尚
又
此
間
與
兵
衛
殿
よ
り
此
節
封
附
不
致
段
差
含
候
様
被
申
聞
候

義
内
々
御
前
え
も
申
上
置
候
、
尚
御
貸
渡
ニ
相
成
候
得
は
弐
重
ニ

金
子
被
差
出
候
義
相
分
り
尤
ニ
存
候
、
追
々
評
義
之
上
御
沙
汰
可

申
候
と
の
御
事
ニ
付
、

与
四
郎
よ
り
宜
敷
御
評
談
被
成
下
候
旨
申
上
引
取
、

一
、
廿
八
日

永
野
與
兵
衛

外
御
用
有
之
御
広
間
え
罷
出
候
序
、

御
組
頭
前
田
又
六
殿
・
岡
村
弥
次
右
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
、
先
日
御

願
申
上
候
溜
羽
書
之
儀
御
勝
手
え
も
罷
上
り
申
上
候
得
共
尚
宜
御
評

談
被
下
候
旨
申
上
候
処
、

御
両
人
不
遠
内
御
沙
汰
可
申
候
と
の
御
事
、

一
、
御
勝
手
え
罷
出
候
処
、
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
御
前
御

機
嫌
御
伺
申
上
候
上
御
用
人
有
賀
修
蔵
様
へ
懸
御
目
度
旨
申
上
候
処
、

今
日
は
他
出
致
し
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
近
日
又
々
御
伺
申
上
へ
く
旨

申
上
引
取
、

三
月

一
、
八
日

御
役
所
よ
り
御
使
ニ
て
永
野
與
兵
衛
方
え
御
差
紙
到
来
左
之
通
、

春
寒
退
兼
候
、
弥
御
安
全
奉
珍
賀
候
、
然
は
溜
羽
書
之
儀
に
付
御

談
申
度
儀
御
座
候
間
、
与
四
郎
殿
・
善
右
衛
門
殿
・
貴
様
と
御
三

人
之
内
両
人
程
明
九
日
御
広
間
え
御
越
可
被
成
候
、
以
上

[

組]

三
月
八
日

与

頭

与
兵
衛
様

一
、
九
日

御
役
所
勤

永
野
與
兵
衛

古
森
善
右
衛
門

御
玄
関
え
罷
出
候
処
御
番
頭
前
田
貢
殿
御
詰
合
ニ
付
、
御
組
頭
中
よ
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り
御
用
御
座
候
旨
被
仰
下
候
ニ
付
罷
出
候
段
申
上
候
処
暫
下
宿
致
し

候
様
被
申
聞
引
取
、
無
程
御
使
参
御
玄
関
え
罷
出
候
処
御
広
間
え

前

田

又

六

殿

御
組
頭

岡
村
弥
次
右
衛
門
殿

志
賀
八
郎
次
殿

御
出
合
被
成
又
六
殿
被
仰
聞
候
は
、
先
日
溜
り
羽
書
之
儀
ニ
付
内
々

用
人
中
え
書
附
を
以
存
寄
被
申
出
候
書
面
之
趣
、
追
々
溜
羽
書
相
増

貸
附
等
ニ
も
相
成
候
得
共
溜
り
高
減
し
不
申
候
ニ
付
夫
々
貸
附
高
利

足
百
両
余
并
手
当
金
弐
百
両
都
合
三
百
両
余
を
以
取
賄
可
被
申
旨
相

違
無
之
候
哉
、
暫
之
内
と
申
事
ニ
候
、
尚
此
上
ニ
も
多
分
溜
り
候
と

も
無
差
支
候
哉
、
今
日
は
表
向
相
尋
候
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

與
兵
衛
・
善
右
衛
門
申
上
候
は
、
先
達
て
よ
り
種
々
心
配
仕
候
ニ

付
先
日
内
々
御
窺
奉
申
上
候
事
ニ
御
座
候
、
何
卒
右
之
通
御
聞
済

被
成
下
候
様
御
執
成
被
成
下
度
、
尤
暫
と
申
上
候
も
近
々
新
札
ニ

相
成
候
得
は
又
々
散
在
も
宜
敷
相
成
可
申
哉
、
先
溜
り
羽
書
多
分

有
之
候
処
右
弐
口
御
利
足
ニ
て
取
賄
可
申
と
奉
存
候
、
尤
此
上
相

増
候
と
も
差
支
不
申
候
様
取
計
可
申
段
相
違
無
御
座
候
旨
申
上
候

処
、

三
方
・
年
行
事
と
も
相
談
ニ
及
ひ
候
事
哉
、
是
と
て
も
右
ニ
て
差
支

候
義
は
勿
論
有
之
間
敷
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

三
方
・
年
行
事
え
は
不
申
聞
候
、
御
聞
済
被
成
下
候
ハ
�
何
卒
右

之
趣

御
役
所
よ
り
私
共
え
被
仰
付
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
段
申

上
候
処
、

寛
政
之
節
百
弐
拾
両
ニ
て
拾
ケ
年
歟
被
引
受
候
義
有
之
候
、
其
節
も

取
締
一
役
限
之
事
と
覚
候
、
何
れ
近
日
沙
汰
ニ
及
可
申
候
、
尚
又
年
々

江
戸
表
え
勘
定
書
差
上
候
事
ニ
候
得
共
御
役
人
中
は
追
々
御
転
役
ニ

相
成
候
事
故
書
状
之
駈
合
甚
六
ケ
敷
候
、
存
知
之
通
年
々
過
金
有
之

候
処
此
四
・
五
年
ニ
て
多
分
出
払
、
且
又
羽
書
仕
拵
料
も
此
内
ニ
て

取
賄
可
申
事
ニ
付
弐
百
両
不
残
勘
定
合
せ
候
も
如
何
、
た
と
へ
は
百

九
拾
五
六
両
と
申
処
ニ
て
少
々
は
相
残
候
様
致
し
置
申
度
、
是
は
只

今
申
聞
候
義
ニ
て
は
無
之
候
得
共
兼
て
其
心
得
ニ
致
し
可
申
候
、
先

近
々
及
沙
汰
可
申
旨
被
仰
聞
引
取
、

一
、
十
三
日

会
合
役
人
深
井
平
大
夫
よ
り
為
八
郎
え
申
聞
候
は
、
今
日
御
役
所
え

罷
出
候
処
御
差
紙
言
伝
り
候
ニ
付
御
渡
申
候
と
の
事
、
御
差
紙
左
之

通
、

用
向
有
之
間
、
明
十
四
日

五
半
時
両
人
可
被
罷
出
候
、

番
所

三
月
十
三
日

当
番

羽
書取締
役

追
て
永
野
與
兵
衛
・
古
森
善
右
衛
門
可
被
罷
出
候
、

右
披
露
ニ
及
ひ
候
処
、
善
右
衛
門
不
快
ニ
付
与
四
郎
罷
出
候
積
、
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一
、
十
四
日

村
井
与
四
郎

御
役
所
勤

永
野
與
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
御
番
頭
前
田
貢
殿
御
詰
合
ニ
付
、
御
番
所
よ
り

御
差
紙
ニ
付
参
上
仕
候
処
御
広
間
え
罷
出
候
様
被
仰
聞
候
旨
申
上
候

処
、
奥
え
御
入
之
上
無
程
於
御
鎗
之
間
、

御
用
人

有
賀
修
蔵
殿

御
給
人

志
村
吉
兵
衛
殿

御
組
頭

前
田
又
六
殿

御
立
合
ニ
て
脩
蔵
殿
被
申
聞
候
は
、
先
達
て
溜
り
羽
書
之
儀
当
分
引

受
取
賄
可
申
旨
書
面
を
以
申
出
候
通
聞
済
候
間
其
段
申
達
し
候
趣
被

仰
渡
、

又
六
殿
被
申
聞
候
は
、
右
之
旨
相
心
得
尚
散
財

(
在
カ)

宜
敷
相
成
候
ハ
�
可

申
出
事
ニ
可
有
之
、
先
当
分
取
賄
可
被
申
旨
被
仰
聞
候
ニ
付
、

難
有
御
受
申
上
引
取
候
処
、
又
六
殿
御
玄
関
え
被
参
候
て
、

此
後
月
々
之
処
は
如
何
致
し
可
申
哉
御
尋
ニ
付
、

願
之
通
御
聞
済
被
成
下
候
故
其
段
御
伺
可
申
上
と
存
居
申
候
旨
申

上
候
処
、

月
々
利
足
相
渡
不
申
正
月
勘
定
之
節
ニ
て
も
可
然
哉
之
段
被
申
聞
候

ニ
付
、

仰
之
通
ニ
て
宜
敷
御
座
候
、
左
候
ハ
�
毎
月
封
附
之
儀
は
是
迄
通

三
役
立
会
書
面
を
以
申
上
利
足
盛
致
し
不
申
差
上
置
、
正
月
勘
定

書
之
節
利
足
盛
立
可
申
様
ニ
も
可
仕
哉
之
旨
申
上
候
処
、

夫
ニ
て
可
然
候
、
其
段
申
上
置
可
申
候
、
尚
又
取
締
役
引
受
之
儀
昨

日
三
方
・
年
行
事
ニ
も
相
達
し
置
候
間
其
方
よ
り
も
三
方
・
年
行
事

え
可
被
申
聞
事
ニ
可
有
之
候
段
被
申
聞
候
故
、

今
日
両
方
え
申
通
し
置
可
申
旨
申
上
引
取
、

一
、
御
勝
手
え
罷
出
御
取
次
志
村
吉
兵
衛
殿
御
出
合
ニ
付
、
時
候
御
伺
申

上
候
上
、
先
達
て
よ
り
願
之
趣
御
聞
済
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
不
取

敢
御
礼
申
上
候
、
尚
又
乍
�
御
一
統
様
え
も
御
序
宜
敷
御
礼
被
仰
上

候
様
申
上
候
処
、

吉
兵
衛
殿
只
今
可
申
聞
哉
と
被
仰
聞
候
故
、

御
序
宜
敷
御
取
成
被
下
候
様
申
上
引
取
、

右
帰
宅
之
上
一
統
え
及
披
露
置
候
事
、

一
、
同
日

三
日
市
帯
刀

会
合
所

羽
書
場
当
番

榎

倉

右

近

伊
藤
与
四
兵
衛

右
詰
合
居
候
処
帯
刀
殿
よ
り
右
近
え
被
申
聞
候
は
、
昨
十
三
日
御
役

所
え
罷
出
候
処
御
用
人
有
賀
修
蔵
殿
よ
り
被
仰
聞
候
は
、
溜
羽
書
多

分
有
之
利
足
出
方
も
多
候
ニ
付
御
手
当
金
弐
百
両
と
夫
々
貸
渡
有
之

候
利
足
を
以
暫
取
賄
候
旨
取
締
役
よ
り
申
出
候
ニ
付
被
聞
済
候
、
此

段
相
達
候
、
尤
散
在
之
振
合
ニ
寄
又
々
申
出
候
哉
、
先
此
節
之
処
取

扱
候
旨
ニ
付
申
渡
候
、
此
段
相
達
候
、
年
行
事
も
呼
寄
申
入
候
程
之

儀
ニ
も
無
之
候
間
年
行
事
え
被
達
候
と
の
御
事
ニ
御
座
候
、
御
扣
等
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有
之
候
間
御
達
し
申
候
御
一
統
え
御
通
達
可
被
下
候
と
の
事
、

一
、
取
締
役
当
番
よ
り
帯
刀
殿
え
申
入
候
は
、
先
達
て
よ
り
溜
羽
書
御
利

足
御
出
方
多
御
座
候
ニ
付
取
締
役
え
致
勘
弁
候
様
度
々
被
仰
出
候
ニ

付
私
共
一
同
致
勘
弁
候
得
共
外
ニ
了
簡
も
無
之
、
乍
迷
惑
御
手
当
金

弐
百
両
と
御
貸
附
有
之
候
利
足
等
を
以
暫
取
賄
見
候
旨
先
日
奉
申
上

置
候
処
、
今
日
御
召
ニ
て
被
仰
渡
候
ニ
付
此
段
申
上
候
、
尚
又
当
月

晦
日
よ
り
封
附
は
例
之
通
仕
御
届
申
上
御
利
足
は
御
手
当
金
上
納
之

節
一
所
ニ
御
下
ケ
被
成
下
候
趣
ニ
御
座
候
、
右
ニ
付
月
々
は
晦
日
封

附
之
書
面
の
み
ニ
て
利
足
請
書
ニ
及
ひ
不
申
候
様
被
仰
聞
候
間
、
左

様
御
承
知
可
被
下
旨
申
入
候
処
、
帯
刀
殿
一
統
え
申
聞
候
と
の
事
、

一
、
十
七
日御

組
方
勤

永
野
與
兵
衛

御
組
頭
志
賀
八
郎
次
殿
え
罷
出
懸
御
目
候
上
申
上
候
は
、
此
間
は
願

之
通
被
仰
付
安
心
仕
候
、
各
様
方
御
執
合
被
成
下
首
尾
態

(

能)

御
聞
済
ニ

相
成
候
、
右
御
礼
ニ
罷
出
候
段
申
上
干
鰹
差
上
候
処
、

八
郎
次
殿
右
御
引
受
之
儀
御
前
ニ
は
御
疑
有
之
、
全
体
五
歩
利
ニ

て
致
不
足
候
義
を
引
受
候
義
は
宜
貸
附
方
仕
法
有
之
散
在
宜
儀
有

之
候
哉
、
貸
附
候
義
ニ
候
得
は
是
迄
通

御
役
所
よ
り
貸
附
候
て

も
利
足
は
無
滞
相
渡
候
儀
、
左
候
得
は
何
れ
ニ
て
も
貸
附
候
て
も

同
様
之
儀
外
ニ
散
財

(

在
カ)

方
有
之
候
哉
御
尋
被
遊
候
ニ
付
、
中
々
取
締

役
ニ
て
貸
附
等
不
仕
候
、
是
迄

御
役
所
よ
り
御
貸
附
ニ
相
成
候

見
並
惣
大
夫
初
会
合
ニ
て
も
直
ニ
引
替
店
え
相
帰
り
候
、
左
候
得

は
引
替
金
子
弐
重
ニ
も
出
金
ニ
相
成
候
事
故
右
様
申
出
候
事
ニ
御

座
候
、
先
暫
為
取
賄
不
宜
候
ハ
�
何
時
ニ
て
も
被
相
止
メ
可
申
候

段
申
上
候
と
の
御
事
ニ
付
、

與
兵
衛
申
上
候
は
、
先
達
て
も
御
内
々
申
上
候
溜
り
羽
書
先
月
晦
日

迄
ニ
三
千
六
百
両
程
私
共
上
ニ
て
封
附
不
仕
候
、
御
引
受
ニ
相
成
候

得
は
三
役
封
ニ
仕
申
上
候
て
も
御
貸
附
有
之
間
敷
奉
存
候
、
如
何
可

仕
哉
御
内
分
御
相
談
申
上
候
旨
申
上
候
処
、

八
郎
次
殿
御
引
受
被
成
候
上
は
溜
羽
書
相
増
候
て
も
御
貸
附
ニ
は

相
成
申
間
敷
有
体
ニ
封
附
被
成
候
得
は
各
方
御
働
相
見
へ
申
候
様

拙
者
は
存
し
候
、
乍
然
晦
日
迄
は
日
間
も
有
之
候
事
故
談
し
置
可

申
候
と
の
御
事
ニ
付
、

猶
又
与
兵
衛
申
上
候
は
、
御
用
人
中
御
執
合
被
成
下
候
御
礼
申
上
干

鰹
壱
連
宛
差
上
御
礼
可
申
上
候
哉
、
馴
々
敷
儀
ニ
御
座
候
得
共
御
内

分
御
尋
申
上
候
段
申
上
候
処
、

八
郎
次
殿
前
段
御
疑
も
有
之
、
別
て
壱
割
よ
り
五
歩
利
足
ニ
相
成

其
上
御
引
受
ニ
相
成
候
得
は
何
歩
ニ
相
成
候
哉
、
御
迷
惑
之
儀
御

用
人
中
進
物
ニ
は
及
ひ
不
申
候
、
御
序
之
節
修
蔵
殿
迄
御
礼
被
申

置
候
様
と
の
御
事
ニ
て
引
取
、

一
、
廿
五
日

御
組
頭
志
賀
八
郎
次
殿
永
野
與
兵
衛
方
え
被
成
御
越
被
申
聞
候
は
、

先
日
御
越
内
々
被
申
聞
候
溜
羽
書
封
附
之
儀
仲
間
内
四
人
致
相
談
候

処
、
御
引
受
ニ
相
成
候
上
は
三
千
両
余
不
残
封
附
ニ
被
成
候
得
は
各
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方
勤
公
相
見
へ
候
得
共
万
一
御
貸
附
ニ
相
成
候
も
難
計
、
且
は
御
引

受
ニ
相
成
候
故
御
差
出
被
成
是
迄
隠
し
有
之
候
も
表
向
如
何
之
様
ニ

も
相
成
候
間
、
晦
日
之
処
は
先
五
・
六
百
両
御
差
出
被
成
候
方
可
然

存
候
、
追
々
少
々
宛
御
差
出
封
附
被
成
候
様
ニ
も
可
有
之
、
尤
御
働

は
銘
々
存
し
居
候
、
御
差
図
は
致
し
不
申
候
と
の
御
事
、

一
、
廿
八
日御

家
中
勤

村
井
與
四
郎

御
用
人
有
賀
修
蔵
殿
え
為
御
礼
罷
出
候
処
御
留
主
ニ
付
御
家
内
え
先

日
よ
り
御
執
合
被
成
下
候
て
都
合
態

[

能]

御
聞
済
ニ
相
成
候
御
礼
罷
上
り

候
、
御
帰
り
之
上
宜
被
仰
上
可
被
下
旨
申
上
候
事
、

但
し
、
干
鰹
弐
拾
紙
包
ニ
致
し
差
上
置
候
事
、

一
、
晦
日

羽
書
封
附

坂

備

後

三
日
市
与
三
大
夫

恵
川
半
九
郎

宇
仁
田
仁
兵
衛
羽
書
差
出
候
ニ
付
相
改
封
印
之
上

御
役
所
え
差
上

候
書
面
三
役
押
印
相
済
候
、
左
之
通

二
月
廿
九
日

一
、
羽
書
五
千
弐
百
両

改
封
附

内

三
月
廿
八
日

五
百
両

封
切

引
残四

千
七
百
両

三
月
晦
日

一
、
羽
書
六
百
両

改
封
附

都
合羽

書
五
千
三
百
両

此
利
足

金
弐
拾
弐
両
と

羽
書
五
匁
三
分
三
厘
三
毛

右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

寅

三
方
当
番

三
月
晦
日

坂

備

後
印

羽
書
年
行
事

三
日
市
与
三
大
夫
印

同
取
締
役

恵
川
半
九
郎
印

宛
無
之

右
当
月
よ
り
取
締
役
御
利
足
取
賄
引
請
候
ニ
付
、
別
段
請
書
ニ

不
及
御
届
書
の
み
ニ
成
、

閏
三
月

一
、
三
日

御
役
所
勤

三
日
市
与
三
大
夫

永
野
與
兵
衛

御
玄
関
え
罷
出
候
処
、
御
番
頭
早
崎
善
兵
衛
殿
御
詰
合
ニ
付
三
月
分

溜
羽
書
御
届
罷
出
候
段
申
上
候
処
、
奥
え
御
入
之
上
御
取
次
三
浦�

左
衛
門
殿
御
出
合
ニ
付
三
月
分
溜
羽
書
書
面
を
以
御
届
申
上
與
兵
衛

よ
り
申
上
候
は
、
先
達
て
私
共
御
引
受
被
仰
附
候
ニ
付
御
届
の
み
ニ
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て
御
下
ケ
金
は
正
月
勘
定
之
節
御
手
当
金
御
差
下
ケ
可
被
成
下
旨
申

上
候
処
、
御
同
人
兼
て
其
段
致
承
知
居
申
候
、
先
申
聞
候
と
被
仰
聞

奥
え
御
入
之
上
右
御
同
人
御
出
合
書
面
之
旨
被
聞
置
候
と
の
御
事
、

右
之
通
ニ
て
相
済
候
事
、

(

4
―
1
―
A7
―
16)
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